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論文要旨 

本研究は、指定管理者制度が導入された神戸市灘区民ホールを題材にして、地域との連携・

協働を目指した公立文化施設の新たな取り組みについて現地調査を行い、事例分析したもので

ある。連携・協働が実現するためにはどのような要素が必要となるのか、指定管理者制度はど

のような影響を及ぼしたのか、について NPM の視点から考察を試みる。東日本大震災や「劇

場・音楽堂等の活性化に関する法律」をきっかけに、文化施設の役割は変容を求められている。

社会変化が激しく、地域ごとに状況や課題が多様である現代においては、各文化施設が独自の

対応が期待され、指定管理者制度は地域文化施設の管理運営に一定の効用があると考えられる。 

事例調査を行った神戸市立灘区民ホールは民間企業 2社による共同事業体によって管理運営

がなされている。運営を主導する 1 社は使命を同じくする「同志的集団」であることに注目し、

人材が集まった経緯や運営方針について解明を試みた。地域に存在する商店街・周辺文化施設・

高等教育機関に対して、同ホール職員が施設を出て、積極的に地域文化活動に人的・物的支援

を行っていく様子を明らかにした。 

このような施設を「地域連携協働型」文化施設と名付け、上記の取り組みを可能にしている

要素として次の 3 点を挙げた。１つには「地域連携協働型」文化施設には NPM を生かした指

定管理者制度の導入が効果的であること。2 つには管理運営をする指定管理者には、管理運営

方針に具体的なミッションを掲げ、それに賛同する人たちが集まった「同志的集団」であるこ

とが望ましいこと。3 つには「同志的集団」を指定管理者に選定する場合、自治体は NPM に

基づいて、一定の権限移譲を行うこと、である。 

同ホールのような地域文化施設は全国各地に設置されており、連携・協働の担い手である商

店街・周辺文化施設・高等教育機関は地域に存在している。灘区民ホールの取り組みは、大都

市の小規模施設や中小都市の文化施設や自治体文化行政の参考になると考えた。 

 

キーワード ： 公立文化施設 指定管理者制度 NPM 連携・協働 地域振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



静岡文化芸術大学大学院 

文化政策研究科 

松本 麻未 Asami MATSUMOTO 

2 

 

Abstract 

In this thesis, I have done a case study on a Regional Cultural Institution and a new-type 

of partnership and collaboration approach with the community via a Designated 

Administrator System and suggested ways to improve the system. I have examined 

essential factors for the realization of that approach from the view of the Designated 

Administrator System. 

Taking the opportunities presented by The Great East Japan Earthquake (2011) and the 

Act on Vitalization of Theatres and Concert Halls (2012), Regional Cultural Institutions 

were asked to play roles of approaching community problems and being a cultural base for 

local communities. I have found that it’s effective to introduce The System making use of 

New Public Management (NPM) as the background for it’ management. 

Kobe Nada Hall is managed by a joint venture of two companies. Through a case study, I 

found there are three actors of partnership and collaboration around this Hall. And I have 

focused on three essential factors for realization; 1) introduction of the system into “local 

partnership and collaboration type” cultural facilities, 2)the designed administrator 

working in conjunction with a group sharing the mission, should define the management 

mission, 3) local governments are empowerment to them based on NPM.  

 

Keywords：Regional Cultural Institutions, Designated Administrator System, New Public 

Management(NPM), partnership and collaboration, regional development 
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序章 

第1節 研究の目的と背景 

（1）研究の目的 

 2011 年の東日本大震災や 2012 年の「劇場、音楽堂等の

活性化に関する法律」（以下劇場法）の制定をきっかけとし

て、全国に分布する公立文化施設は地域の課題に共に取り

組み、地域コミュニティにとって文化拠点としての役割を

もつことが改めて重要視された。しかし、全国的に地方自

治体の文化にかける費用が削減される中、連携・協働の取

り組みに充分な費用をかけられる文化施設は多くない。こ

のような状況をふまえ、新たな地域との連携・協働の試み

に取り組んでいる文化施設に注目し、そのあり方を示す。 

また、その連携・協働の取り組みを生み出すための施設

運営はどのようになされているのか。2003年に導入された

指定管理者制度は、New Public Management（新公共経営、

以下NPM）を背景とした行財政改革の一つであり、財団法

人の組織や、民間企業、NPO 法人等による管理運営には、

コスト削減を重視しすぎる傾向など、それぞれ課題も挙げ

られてきた。しかし、新たな地域との連携・協働は、同制

度をうまく活用することで、より生み出しやすくなるので

はないか、と考える。 

本研究では、同制度のもと、新たな地域との連携・協働

に取り組む文化施設を事例対象として、具体的な取り組み

を明らかにし、今後のあり方を示す。さらに、その実現の

ためにはどのような要素が必要となるのか、同制度の視点

から考察を試みる。森啓（1991）『文化ホールがまちをつく

る』学陽書房 

（2）研究の背景 

我が国においては、近代化以降、文化施設のあり方や目

的は常に揺らぎながら変遷を遂げてきた（根木昭，枝川明

敬，垣内恵美子，笹井宏益 1997、pp.1-27）。森啓（1991）

は1980年代の、立木（1999）は1990年代の、それぞれ先

駆的な文化施設の取り組みを紹介しつつ次年代の文化施設

のあり方を述べている。しかし、いつの時代も共通してい

るのは、文化施設は地域の人びとが集まり交流する場であ

るという認識であった。 

 従来の文化施設における地域との連携・協働の方法は、

主にアウトリーチ活動1と市民参加が中心であった。さらに、

社会変化が激しく、地域ごとに状況や課題が多様である現

代においては、決まったやり方は通用しなくなっている。 

このような状況の中で、文化施設における地域との連

携・協働の取り組みは、どういった方向性を持つべきなの

か。それは、地域文化活動を支える貸館事業・文化芸術普

及事業といった基礎的な機能を果たしながらも、地域のニ

ーズや課題に対して地域住民目線での連携・協働の取り組

みを担っていくことである。そのためには、臨機応変な対

応や、そのための組織体制が必要となる。 

財団法人は地方公共団体の外郭団体として、地域の文化

芸術振興と事業の実施を担ってきた。財団法人が管理・運

営する文化施設は、地方公共団体の政策を展開する場とし

て重要であった。しかし、2003年に導入された指定管理者

制度導入以降、財団は地方公共団体からの自立を求められ

ながらも、意思決定過程が複雑で法令・規則の優先度が高

いといった体質は変わらず、財団法人による柔軟な施設運

営はしにくいと考える。詳しくは後述する。 

同制度に背景にあるのは、NPMの考え方である。民間企

業における経営理念や手法を行政現場に導入し、行政部門

の効率化・活性化を図る方法で、その特徴は、①顧客主義

への転換、②ヒエラルキーの簡素化、③成果志向、業績・

評価による統制、④市場による統制、の4点にある。NPM

を生かした同制度の有効活用は、今後の文化施設における

連携・協働のあり方を考える上で、大きな意味を持つと考

える。そのためには指定管理者にどのような要素が必要な

のだろうか。 

 

第2節 研究の位置付け 

前節で示したように、本研究の目的は、民間団体によっ

て管理運営されている文化施設を事例対象として、文化施

設を媒介とした地域の連携・協働の取り組みのあり方を示

し、指定管理者制度の有効活用の視点から考察を試みるこ

とである。本節では、本研究に関連する先行研究を整理し、

本研究の位置付けを明らかにすることで、筆者の仮説を提

示する。 

（1）先行研究のレビュー 

・公立文化施設に関する研究 

森啓は、『文化ホールがまちをつくる』（1991）で、文化

ホールがまちづくりの拠点となっている事例を整理し、公

立文化ホールの目的、役割を明らかにしようとした。森は、

高度経済成長を経た日本の心のゆとりのなさを指摘し、文

化ホールが市民と文化団体の「拠点」となったとき、「まち
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が文化的になる」としている。さらに、文化ホールに対す

る観念の転換の必要性を述べ、「受け身の『貸し館』ではな

くて、地域を文化的な街にするために能動的に活動をする

『主体』である」（森啓 1991、p.22）とし、ホール職員の

配置状況の改善、市民・文化団体との提携を主張した。特

に、人の問題については、自治体行政の体質を批判し、行

政直営のホールにおいてジョブローテーションによって、

やる気のある職員がいなくなってしまう問題を挙げている。 

立木（1999）は、文化環境としての劇場の役割を考察し、

ギリシア・ローマ時代の劇場と日本の伝統的な劇場の類型

研究を行った。それを踏まえ、現代の公共劇場の現状を組

織形態や事業、設備から分析し、地域の文化施設（公共ホ

ールや文化会館）においては、職員の専門性の必要性やレ

ジデンス型の劇場、施設間の連携等が重要であると述べて

いる。 

森と立木が展開した論は、1980 年代、1990 年代、それ

ぞれの浮上した問題を踏まえ、次世代のホール運営への課

題を提示したものとして有用なものであった。しかし、現

在の視点から見ると、共通した理想はあるものの、自主事

業として何をすべきか、どのような人材が必要か等、施設

内部の問題や運営方法に解決策を求め、地域との連携・協

働の具体的な事例を分析し、地域とどうつながっていくか、

については論じられていない。 

・指定管理者制度に関する研究 

 次に指定管理者制度について述べられている先行研究を

整理する。大きく分けて、①同制度導入の経緯と背景、②

同制度実施のプロセス、③同制度の効果、④同制度の課題、

⑤同制度の実施主体別のメリット・デメリット、について

論じられている。このうち、本研究の対象となるのは、①、

②、⑤である。同制度については、第 1 章で詳しく述べる

ため、それぞれについて簡単にまとめる。 

同制度導入の経緯と背景については、同制度を扱う論の

多くで前提として述べられている。片山は、同制度の概要

と背景である NPM について、簡潔にまとめ、課題を提示

した（片山泰輔 2007、pp.10-29）。財団法人地方自治総合

研究所と全国地方自治研究センター・研究所の共同研究

（2008）では、同制度導入の経緯と背景を示したうえで、

運用の実態と問題点を指摘。指定期間 2 期目に向けた提言

を行った。同制度導入の背景には、世界的な行財政改革の

流れで生まれたNPMの考え方がある。NPMは市場メカニ

ズムの活用し、エイジェンシー化、民営化等を進める。2001

年の第 1 次小泉純一郎政権においても、大きな行政改革が

行われ、郵政民営化に代表される「官から民への事業移管」

が行われた。片山は同制度運用上の留意点として、自治体

の政策目的と当該管理施設の設置目的の明確化を挙げ、公

共性の実現に向けた注意点を指摘した。さらに「効率化」

の定義の捉え方についても注意を促した。 

 次に、同制度実施のプロセスに関してだが、各自治体は

同制度導入後、実施にあたる立ち位置を明確にするために

ガイドラインを作成してきた。ここでは大阪市（2013）と

横浜市（2013）の同制度運用のガイドラインを参照し、両

市ではほぼ同様のプロセスが踏まれていることが分かった。

すなわち、①条例改正、②公募、③選定、④指定の議決、

⑤協定締結、⑥適正な管理、運営の確保、の流れである。

さらに詳しくは、第1章で述べる。 

 実施主体別のメリット・デメリットについては、特に財

団法人について述べられたものをレビューした。石井山は、

教育文化施設を管理する財団法人の組織、運営に着目し、

地方分権時代においては、教育文化施設の住民と行政のパ

ートナーシップ構築のためには、財団法人は「従来以上に、

新たな地域ニーズや住民ニーズに自主的に迅速に対応しう

る組織が求められる」とした。しかし、財団法人による公

共施設の管理運営の課題として、行政内部の硬直性・官僚

制体質からくる阻害要因があること。また、財団法人内の

常勤職員は自治体からの出向職員と財団雇用職員との二者

で構成されていることがほとんどであることを指摘し、職

員の異動が頻繁であることから、長期的な組織内の意思統

一の難しさがあるとした（石井山竜平 1998、pp.65-78）。

財団法人地域創造の調査（2002）では、民間と比べた財団

法人のメリットについて、財団法人は採算性にとらわれず

に済み、公益性のある事業を低廉な料金で市民に提供でき

ること。中・長期的な企画・立案が可能であること。民間

の協賛を得やすいこと等を挙げている。また、自治体に対

して財団設立の理由を調査した結果、柔軟な運営体制の整

備、専門人材の登用、弾力的・効率的な財政運営、民間的

発想の導入とサービスの向上といった回答があったが、そ

の目的が達成している面がある一方で、財団法人は行政の

出先機関であるという行政側の認識の強さや、縦割り意識

の強さ等、新たな問題点・課題も指摘されている。これら2

つの研究は、同制度導入前の研究であることを考慮する必
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要がある。 

 同制度導入後の財団法人に関する研究としては、社団法

人公立文化施設協会（2006）の報告と地域創造（2008）の

研究がある。前者の報告では、自治体による直営の場合と

比較すると、前出の財団法人地域創造の調査（2002）によ

る財団設立理由と同様の効果があること述べる一方で、独

立採算や効率的な運営には遠く、設置自治体の出先機関的

な位置づけの財団法人も多いことを挙げた。特に、人事の

硬直化や閉鎖的な姿勢等の組織運営上の課題を解決しない

かぎり、同制度運用上の立場が厳しくなることを指摘した。

後者の研究においては、地方公共団体に求められる課題と

して、文化政策の政策目標の明確化を踏まえた財団法人の

役割の明確化を挙げた。一方で財団法人に対しては、文化

施設運営の業務に力点をおくことで、特に都道府県や政令

市などの広域行政団体に期待される、行政区内の市町村と

の連携、文化振興、調査研究等の役割がおろそかになるこ

とも指摘された。 

（2）筆者の仮説 

 先行研究のレビューから、本研究の仮説を次のように導

いた。 

地域文化施設は地域との連携・協働のために何をすればい

いのか？ それは森（1991）や立木（1999）が述べたよう

なやり方、すなわち、施設を開放し、人材を充実させ、魅力

的な事業を用意して人を「待つ」だけではない。文化施設の

職員自ら地域に出ていき、人と人をつなぐ「媒介役」となり、

地域の文化活動を盛り上げていくことが必要ではないか。そ

の盛り上りにつれて、おのずと文化施設が「地域の文化拠点」

として意識され、「新しい広場」となることにつながってい

くのでないだろうか。 

 そのためには、職員が事業や施設外での活動に自由な裁

量権を持ち、臨機応変な対応ができる運営体制が必要であ

る。地域文化施設における地域との連携・協働は、指定管

理者制度の本来の目的や、必要となる人材の視点、組織体

制、施設間の連携の視点からみても、財団法人よりも民間

企業による管理運営が効果的であると考える。 

 

第3節 研究の方法と用語の定義 

本節では、研究目的で示した内容と仮説を論証していく

方法を提示する。その後、本研究で使用する用語の定義を

した上で、本論文の構成を示す。 

（1）研究の方法 

本研究の方法は以下のような流れで行った。 

①文献・雑誌等の調査による、これまで全国の文化施設の取

組みにおける連携・協働について論じられている先行研究・

事例を整理する。 

②文献・報告書等の調査による、文化施設の現状及び指定管

理者制度導入の経緯及び現状の整理と、NPMの理解を行

う。 

③研究対象とする地域文化施設を訪問し、聞き取り調査を行う。

聞き取り調査の方法と項目については、第3章で述べる。 

④聞き取り調査を分析することで、当該施設における地域と

の連携・協働の取り組みから、新たな方向性を示す。さら

に、当該施設を管理運営する指定管理者の組織のありようを

明らかにし、連携・協働の取り組みを実現するための要素を

提示する。 

（2）用語の定義 

 ここで、本研究で対象とする「地域文化施設」について

の定義を整理しておく。 

 文化施設といっても、一般的に想定されるものの範囲は

広く、図書館、博物館、美術館、文化ホール等をはじめと

し、スポーツ関連施設なども含まれる。これらは、それぞ

れ設置のための根拠法を持ち、設置目的はその法律に依拠

する。本研究では舞台設備を持つ文化ホールを対象とする

が、文化ホールは劇場法制定まで、地方自治法における「公

の施設」として規定されており、設置の目的や施設の役割

があいまいであった。それが2013年の劇場法によって、文

化ホールや文化会館と呼ばれるものが芸術文化の創造発信

拠点としての定義が法律上なされたことは、意義深い。 

よって、本研究で想定する文化施設は、劇場法で定義さ

れる「劇場・音楽堂等」とする。同法上では国・公立のも

のだけでなく、私立のもの含むが、研究目的に従って公立

文化施設を対象とする。 

さらに、公立にも県立・市町村立があるが、県立の施設

は広域な文化行政を担当するものであるため、本研究では

対象としない。また、政令都市立及び中核都市立の文化施

設のうち、地域に存在する小規模施設にとっての「ハブ的

機能」を果たしている施設も、対象から除外する。ここで

いう「ハブ的機能」とは、何か。公文協（2010）は、地域

の劇場・音楽堂等の役割、活動内容について分類した（資

料１）。役割は 2 つあり、（1）文化芸術への場の提供、（2）
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鑑賞機会の提供、（3）文化芸術の普及・育成、（4）優れた

公演芸術の創造・育成、に分類される。さらにそれぞれの

役割を担うための活動を挙げる。そしてそれらの多様な活

動が行われることによって地域に与える効果についてまと

めた（資料２）。政令指定都市立及び中核都市立においては、

（1）文化芸術の創造・振興、（4）地域経済の活性化の①外

部経済効果、（5）情報発信、といった、文化施設が立地す

る地域全体を包括する文化行政を担うものと考えられ、こ

れらのような役割と効果が期待される文化施設を「ハブ的

機能」を持つ文化施設と捉える。むしろ、本研究で対象と

するのは、（2）地域住民への貢献、（3）文化芸術を活用し

たまちづくり、（4）地域経済の活性化の②経済波及効果、

を担う文化施設であり、それは、政令指定都市及び中核都

市の小規模文化施設、また中小都市や町村に存在する文化

施設である。 

これまで文化ホールはいくつかの類型化がされてきた。

公益社団法人日本芸能実演家団体協議会（2004）は、文化

ホールを「A 創造型劇場」「B 提供型劇場」「C コミュニテ

ィ・アーツ・センター」「D 集会施設」の 4 つに分類した。

A、B、Cには専門性を持った職員がいるが、Dには配置さ

れない。文化施設においては、それぞれ力点を置く活動が

異なるため、A、B および C の混合型になる場合もある。

社団法人全国公立文化施設協会（2010）は、多様な地域の

劇場・音楽堂等の現状を調査、分析した（資料３）。その結

果、大きく「１．総合型」と「２．重点型」の2つに分け、

さらにそれぞれに2つのモデルを加えた。すなわち、「１－

①．交流モデル」、「１－②．文化芸術振興モデル」。「２－

①．地域密着モデル」、「２－②．専門モデル」である。そ

して、それぞれがより独自性をもった活動をするためのプ

ラスアルファとして、「市民参加・参画」、「地域の特色ある

事業の展開」、「フェスティバルの実施」、「施設間連携」等

を挙げている。さらに、清水（1999）は公共劇場の概念か

ら、「パブリックシアターの運営から見た劇場の類型」とし

て、運営主体の目線から「設置者主体の運営（プロフェッ

ショナル・リージョナルシアター）」と「享受者主体の運営

（コミュニティシアター）」に分類した（資料４）。前者は、

芸術監督、プロデューサー、芸術家を中心としたスタッフ

運営であり、後者はファシリテーターを中心としたスタッ

フ構成である。 

以上の文化施設の類型をふまえて、本研究で対象とする

「地域文化施設」の位置づけを試みる。まず、運営主体で

あるが、地域との連携・協働に取り組んでいく場合、ある

程度の専門性を持った職員が必要である。その意味では、

芸団協におけるA、B、Cが当てはまる。しかし、研究目的

にあるように、連携・協働の取り組みに充分な費用がある

文化施設ばかりではなく、創造事業やアウトリーチ活動だ

けでは、連携・協働の取り組みは定着しない。新たな形が

あるはずである。よって、A、Bの型は範囲から除外し、C

を範囲とする。 

さらに、公文協（2010）のモデルでは、「２－①．地域密

着モデル」が相当する。清水（1999）の分類では、地域住

民目線の連携・協働を目指す意味でも、「享受者主体の運営

（コミュニティシアター）」が当てはまるだろう。清水はさ

らに、「公益活動中心型」と「共益活動中心型」に分類した

が、筆者は、本研究で考える連携・協働の形は、施設利用

者以外の公益にも寄与していくことをイメージしている。

清水は施設目線で上記のような分類をしているため、当て

はまる型がなかった。 

 

第1章 指定管理者制度 

 

指定管理者制度が導入され、11年がたつ。「多様化する住

民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、住民サー

ビスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目

的2」とした同制度は、導入以降、さまざまな課題と批判が

挙げられてきた。本章では、そもそもの同制度導入のねら

いと、導入を経て浮かび上がった課題について整理し、同

制度導入の現状について確認する。また、同制度の背景で

あるNPMの考え方についても、概説的に述べる。 

最後に、同制度導入の過程を確認し、地域文化施設にお

ける地域との連携・協働の取り組みを行うための制度上で

必要な要素を考える。 

 

第1節 概要 

（1）制度のねらいと課題 

同制度は、2003年の地方自治法一部改正によって導入さ

れた「公の施設」の管理運営方式である。「公の施設」とは、

地方自治法244条3に基づいて設置される施設のことで、対

象は文化施設に限らず、児童館や福祉施設、スポーツ施設

から駐車場までさまざまである。同制度の導入には 2 つの
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要因あるとされる。1つには、施設運営が必ずしも十分には

改善されていないのでは？ という認識。2つには当時の行

政改革の流れである。 

服部は同制度導入当初のねらいを、次の 5 点にまとめた

（服部2006、pp.85,86）。1つには、民間へのアウトソーシ

ングによる行政コストの合理化・縮減（『小さな官の追及』）、

2つには、民間事業者のノウハウ等を活用した多様なサービ

スの提供や利便性の向上、管理運営の効率化（『民による質

の向上、運営の効率化』）、3つには、変化の激しい社会や住

民のニーズに対応しうる柔軟で機動性に富んだ効果的な施

設運営への期待（『民間型の柔軟な運営、従来の制度の改

善』）、4つには、同制度の導入によって従来型の行政による

「公共サービス」のあり方を問い直し、「新しい公益性や公

共のあり方」を追及していく視点（『民との協働による公共

サービスの提供』）。最後に、官が担ってきた事業を民間に

広く開放することによって「民需の拡大」、「雇用創出」へ

つなげ、地域活性化のためのコミュニティビジネス等、新

たな産業創出、地域経済への梃入れを推進すること（『民需

創造、雇用の創出』）だ。 

さらに服部は、同制度の懸念と課題の整理を次の 7 つに

整理した（服部 2006、pp.86-89）。すなわち、①公共性・

公正性の担保に対する不安、②公的責任の曖昧さ、③施設

機能の弱体化への危惧、④民間に代行させることでの新た

なリスク（個人情報保護、リスクマネジメント、営利事業

への援助等）、⑤まだ脆弱な民間団体や民間事業者（人材育

成）、⑥導入に伴うシステムの問題、制度そのものへの不安

（評価やモニタリングの仕組み、専門的人材の確保・育成、

管理者選定システム等）、⑦従前の管理委託先であった外郭

団体や法人等の扱い、である。①～⑤は、従来の自治体に

よる直営または財団法人にとって代わる競争相手としての、

民間事業者やNPO法人等に対する懸念と考えられる。 

財団法人地方自治総合研究所と全国地方自治研究センタ

ー・研究所の共同研究（2008）は、指定期間 1期目をふま

えて、2期目に向けた同制度の課題と提案を提示した。提言

は 5 つにまとめられた。1 つには、選定の透明性を高め、

説明責任を果たすこと。2つには、サービス水準の維持・向

上を図ること。3つには、コスト削減のもたらす負の影響か

ら目をそらさないこと。4つには、モニタリング・評価を充

実させること。5つには、施設運営に携わる人を育成するこ

と、である。 

同制度に対する課題には、次の3つの理由が挙げられる。

当時の小泉政権による地方行政改革によって、地方交付税

が削減され、自治体の財政状態が厳しくなったこと。多く

の地方公共団体においては、同制度導入に関して、運用の

あり方が十分に検討されないまま導入されたこと。そして、

地方自治体は同制度の 1 つの目的である、コスト削減に注

目しがちであったこと、である。2010 年 12 月の総務省自

治行政局長通知「指定管理者制度の運用について」4では、

同制度が本来の住民サービスの質の向上という目的のため

の適切な運用がなされておらず、単なるコストカットのた

めに運用されるべきではないと指摘している。また、片山

善博総務大臣は 2011年 1月5日の年頭記者会見において、

同制度がコストカットのための道具として使われてきたこ

とを指摘し、本来の目的は行政サービスの質の向上、住民

の満足度の高めることであると言及した。 

コストカットに関する問題には、「効率化」の持つ意味が

関係している。片山は、「効率化」の定義を巡る論者の違い

が、同制度に誤解と混乱を招いているとし、経済学的な「効

率化」の意味である、「最も少ない資源投入で目標を達成で

きる状態」を目指すべきだとした（片山泰輔2007、pp.20-24）。

すなわち、人々（市民）の満足を高めない、粗製濫造によ

る物的生産性の向上は、「効率化」ではないのである。 

このように、同制度は未だ運用上の課題があり、試行錯

誤が続けられていることがわかる。 

（2）導入状況 

次に、同制度導入の現状を確認する。導入の現状は公益

社団法人全国公立文化施設協会や財団法人地域創造、地方

自治総合研究所等、さまざまな調査団体によってなされて

いるが、ここでは社団法人公立文化施設協会によって行わ

れた調査のデータを参照する。 

公文協（2009）、（2010）の調査研究によると、地域の劇

場・音楽堂等への同制度の導入状況は、2006年度以降、右

肩上がりで増加しており、2010 年度には、調査した 2,180

施設のうち、ほぼ半数の1,080施設（49.6%）に導入されて

いる（資料１－１）。さらに、現在、自治体直営で管理運営

を行っている 1,060 施設のうち、今後同制度を導入する予

定のある施設は 85 施設（8%）、未定は 504 施設（47.6%）

であり、今後も同制度を導入する施設の割合は増えていく

と考えられる（資料１－２）。 

同制度を導入している 1,080 施設はどのような指定管理



静岡文化芸術大学大学院 

文化政策研究科 

松本 麻未 Asami MATSUMOTO 

6 

 

者によって管理運営されているのだろうか（資料１－３）。

最も多いのは、自治体出資の財団等である公共的団体単独

による管理運営である。民間事業者やNPO法人との共同体

で指定を受けたものを含めると、759施設（70.3%）の管理

運営に、公共的団体が携わっていることになる。未だ財団

法人の管理運営が多いことがわかる。一方、民間事業者及

び NPO 法人による単独または共同での指定は 320 施設

（29.6%）で、2006 年度以降の調査以降、増加傾向にはあ

るが、前年比では微増である（資料１－４、１－５）。 

 指定管理者の指定期間の設定状況についても確認してお

きたい（資料１－６、１－７）。2012 年度調査では、半数

以上の613施設（56.8%）が「5年～7年未満」の指定期間

であり、2006年度以降の推移をみても、長期化が進んでい

ることがわかる。一方で、従来通り「3年～4年未満」の指

定期間である施設も 334 施設（30.9%）と、一定数ある。

指定期間長期化は、事業計画が中長期的に立てられ、地域

住民や利用者との関係も築きやすい等、利点もある中、指

定管理者に緊張感がなくなるといったデメリットも挙げら

れる。今後の動向に注視したい。 

（3）NPM 

指定管理者制度の背景にあるのは、NPM（New Public 

Management）の考え方である。同制度の運用について考

えるとき、NPMを参照する必要がある。NPMが我が国で

どのように論じられているのか、またその特徴について、

概説的に整理を行った。 

NPM とは、1980 年代半ばのアングロ・サクソン系諸国

で行われた行財政改革の中で登場した、さまざまな実践的

な取り組みを通した運動で、民間企業における経営理念や

手法を行政現場に導入し、行政部門の効率化・活性化を図

る方法である。 

わが国において、NPMは概ね次のように論じられている。 

 大住（1999）は、1980年代半ばにアングロ・サクソン系

諸国を中心に広まった NPM の考え方を、市場メカニズム

の適用範囲の捉え方から 2 つのグループに分けた。すなわ

ち、市場メカニズムの適用範囲を可能な限り広げようとす

る「英国・ニュージーランド」型と、適用範囲を限定的と

し、経営者としての役割を重視した「スウェーデン・オラ

ンダ・デンマーク・フィンランド」型である。前者を狭義

のNPMとした上で、その特徴として次の3点を述べた。1

つには、市場メカニズムの活用を重視して、可能な限り民

営化ドライブを生かすことを目標とすること。2つには、集

権的・トップダウンアプローチによる包括的・急進的なア

プローチによる改革の実行。3 つには、評価の基準を効果

（Effectiveness）よりも、効率性（Efficiency）を重視する

傾向にあること、である。 

2001年の第1次小泉純一郎政権における行政改革によっ

て、わが国にもNPMの考え方が導入されるようになった。

国土交通省政策研究所の鈴木ら（2001）は、2001年の中央

省庁等改革に伴う政策評価システムの導入に向けて、NPM

の背景の整理と、NPMをいち早く採用したウェストミンス

ター体制の上で統治を行う国々（イギリス、ニュージーラ

ンド等）の取り組みを考察した。そもそも NPM の背景に

は、新制度派経済学5と managerialism6があり、両者のど

ちらに比重を置くかによって、国が NPM をどこにどのよ

うに適用するかに影響するとした。 

片山はわが国の同制度導入を踏まえたうえで、NPMの解

説を行っている（片山泰輔2007、pp.16-18）。片山はNPM

の特徴として、①顧客主義への転換、②ヒエラルキーの簡

素化、③成果志向、業績・評価による統制、④市場による

統制、の 4 点を挙げた。前述の大住による NPM の特徴と

比較すると、ほぼ同様の内容であるが、組織体制や意思決

定がトップダウン方式か、ヒエラルキーの簡素化かという

点で異なる。本研究では、上記の片山による NPM の 4 つ

の特徴を採用し、考察において用いる。 

人びとの求めるものや幸せが多様化し、地域においての

課題もさまざまである現代の社会においては、決まったや

り方や一通りのやり方では課題解決は難しい。NPMの考え

方を導入することで、従来の行政組織における、「お役所論

理」や多層にわたるピラミッド組織、法令・規則優先主義

等に対し、試行錯誤をさせることで、より良い市民サービ

スと効率的な方法による幸せの最大化を目指すのが、NPM

の考え方といえる。 

 

第2節 運用の実態 

（1）導入の過程 

 先行研究のレビューで参照した横浜市及び大阪市の事例

に、北九州市の「指定管理者制度ガイドライン」（2013）を

加え、同制度導入の過程を整理する。 

 基本的な同制度導入の過程は、3市ガイドラインとも、図

表化されている。そのうち、北九州市が作成した図表が、



静岡文化芸術大学大学院 

文化政策研究科 

松本 麻未 Asami MATSUMOTO 

7 

 

同制度導入の過程が最も細分化され、見やすいものであっ

たので、ここで参照する（資料１－８）。 

 まず、大まかな過程としては、横浜市の「指定管理者制

度運用の基本的な流れ」を参照すると、以下の通りであっ

た（横浜市共創推進室2013、p.7）。 

  

①条例改正 

 ・設置条例の制定、改正についての市会への付議 

 ②公募 

  ・公募要領の作成 

  ・十分な周知期間を設けてホームページ等で広く公募 

 ③選定 

  ・応募者へのヒアリングの実施 

  ・選定委員会で客観的な選定基準に基づき選定 

 ④指定の議決 

  ・指定管理者、指定期間等について市会への付議 

 ⑤協定締結 

  ・指定の通知 

  ・告示 

  ・協定の締結 

 ⑥適正な管理運営の確保 

  ・毎年度終了後、事業報告書及び翌年度の事業計画書

の提出 

  ・利用者の声の聴取など管理の実態把握 

  ・必要に応じて指導等の実施 

 

 同制度運用においては、上記の基本的な 6 つの手続きを

踏みつつ、＜資料１－８＞にあるような、細分化された事

項を検討していく。 

最初の段階として、自治体は同制度の概要を確認し、「公

の施設」の定義づけを行った上で、同制度の適用の検討を

行う。同制度導入直後の課題として挙げられていた、公の

施設の定義、導入の検討が、明確になされていることがわ

かる。横浜市においては、「公の施設」の管理運営の同市に

おける直営か、あるいは同制度かの選択は、「どちらの管理

形態が、より効果的かつ効率的に施設の設置目的を達成で

きるかどうか」を基本的な判断基準とする。また、単純に

施設の公共性の高低で決定されるべきではない、とした上

で、自治体直営の留保または同制度導入の必然性が低い施

設の特徴を挙げ、「具体的には個々の施設ごとに詳細に検討

する必要がある」、とした。 

同制度導入が決まると、より透明性と公平性がある方法

が確保されることに注意して、公募または非公募で行うか

が検討される。複数施設を一括で管理するかどうかも決め

られる。 

その後、自治体によって指定管理者が行うことのできる

事業やその分類、自主事業の定義、さらには自動販売機の

価格提案方式等まで、提示される。（資料１－８、「4 指定

管理者が行う事業」）。施設利用料金の設定、減免方式も自

治体が決める（同資料、「5 利用料金制の導入」）。北九州

市では、指定管理者が行うことができる事業を「Ⅰ．協定

書記載の業務＝指定管理業務（設置目的内）」と「Ⅱ．協定

書記載以外業務＝自主事業（指定管理者が企画した業務）」

の2つに分類している（資料１－９）。さらにⅠについては、

「ア．本市が仕様書に掲げた業務」と「イ．提案事業（指

定管理者が企画した業務）」に分類され、Ⅱについては、「ウ．

設置目的内で施設の使用許可7による事業」、「エ．設置目的

外で施設の目的外使用許可による事業」に分かれる8。これ

らは自治体が指定管理者応募団体に提示する、仕様書に書

き込まれる。 

以降、公募の実施、自治体が設置する選定委員会による

選定を経て、議会での議決を受け、自治体と選定された同

制度との間で協定が結ばれることになる。指定管理者には

年度ごとに自治体に対して事業報告書を提出する義務があ

り、それをもとに自治体は適正な管理運営がなされている

か、目標達成がされているか等を、チェックを行う。自治

体は必要に応じて、利用者アンケートの実施や施設訪問を

行う。 

ここまで、同制度の導入過程を確認すると、文化施設の

管理運営の基準は自治体が決め、その範囲内で指定管理者

は自治体に対し事業提案を行っていくことがわかる。すな

わち、自治体の姿勢が同制度導入から指定管理者の選定、

望ましい管理運営に強い影響力を持つということである。 

地域文化施設における地域との連携・協働を進めるため

には、自治体の姿勢の表れである施設の設置条例及び設置

目的、仕様書に、その内容を盛り込む必要があり、それに

よって指定管理者は意識的に連携・協働に取り組む。また、

もともとそのような取り組みに積極的な指定管理者にとっ

ても、やりやすい環境をつくることができる。 
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（2）設置条例、設置目的、仕様書 

 ここで、設置条例および設置目的、仕様書について、さ

らに詳しくみていく。 

 自治体が「公の施設」を設置する場合、必ず設置条例を

制定する9。同条例には、当該施設の設置目的、設置目的達

成のための実施事業、その他利用制限や使用許可基準等が

定められる。さらに、同制度を導入する場合になると、指

定管理者指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び

業務の範囲のほか、必要な事項を定めなければならない10。 

 条例はあくまで依って立つものであるため、より具体的

に明記されたものが、公募の際に作成される仕様書である。

当該施設の指定管理者募集要項とともに作成され、前述の

設置条例をふまえ、設置目的や管理業務の内容、指定期間、

応募要件その他の情報を応募団体に対し提供する。応募団

体が提案書を作成する際の提案内容や提案金額の前提とな

る。募集要項及び仕様書にどの程度具体的に指定管理者に

求める管理業務や事業、制約等が明記されるかに、自治体

の当該施設への姿勢がみられる。 

ここまでで推察されるのは、自治体による「公の施設」

の定義づけ、施設の設置条例および設置目的、仕様書が、

指定管理者の施設における活動に大きな影響があるという

ことだ。いくら指定管理者が当該施設において展開したい

事業があったとしても、設置条例で禁止されていたり、設

置目的に合っていなかったり、また仕様書に書かれている

指定管理業務に指定管理者側の事業企画の余地が残されて

いない場合は、事業の提案はできない。提案書に書くこと

ができたとしても、自治体側の選定基準が何を重視してい

るのかによって、選定されるかどうかがわからない。 

地域文化施設における地域との連携・協働を進める場合、

自治体は当該施設の設置条例及び設置目的、公募の仕様書

にそのための内容を示すことが重要である。 

 

第2章 調査対象地域と施設の概要 ―神戸市と灘

区民ホール― 

 

前章では、指定管理者制度の概要と背景となった NPM

について確認し、指定管理者制度の導入過程における、自

治体が制定、作成する当該施設の設置条例及び設置目的、

公募の仕様書の内容が、地域文化施設の管理運営において

重要である、とした。これを受け、本章では、本研究にお

ける事例調査の対象の選定を行い、調査対象施設の設置者

である自治体の指定管理者制度への取り組みについて確認

する。さらに、調査対象施設における指定管理者制度の運

用状況について述べる。 

 

第1節 調査対象の選定と調査項目 

（1）研究対象施設の選定 

研究背景と目的、筆者の仮説を踏まえ、全国の地域文化

施設の中から本研究の対象を選定する。研究対象の選定に

は、「震災」、「指定管理者制度」、「劇場法」、の3つの視点

から行った。 

調査対象には神戸市立灘区民ホールを選んだ。1つ目の

「震災」の視点から見ると、地元の灘区は1995年1月17

日に発生した阪神・淡路大震災の際、最も被害の大きかっ

た地域の1つであり、区民ホールも被災したうえ、住民の

避難所として使われた。震災の経験を通して得た知見があ

ると予想する。また、震災後にはじまった地域の復興祭は

現在も続き、震災を経験した地域住民の心には未だ、１．

１７の思いが焼き付いていることがわかる。東日本大震災

も研究対象の候補に考えた。プレ調査として2013年2月 

に訪れた11「せんだい演劇工房10－BOX」（仙台市若林区）

は、東日本大震災の際に全国から集まるボランティアの中

間拠点として機能した。職員自身も震災直後は施設周辺の

パトロールに廻り、現在も近隣の仮設住宅のようすを常に

気にしているという。工房長八巻氏は、今後演劇を通じて

仮設住宅の人たちに何かできないか、と模索していた。東

日本大震災の地域を研究対象とするには、地域の復興がい

まだ進行中であることから、時期尚早であると考えた。よ

って、阪神・淡路大震災の地域を対象とした。 

2つ目の「指定管理者制度」の視点では、灘区民ホールは

ユニークな指定管理者による管理運営が実現している。詳

しくは後述するが、区民ホールはアートマネジメントの知

識を持つ人材で構成される若い会社と、全国に展開し実績

を持つ施設管理会社が共同体を作り、指定管理者の公募に

応募した。館長の齋藤光國氏によると、施設管理を担う会

社は多く存在するものの、施設運営のノウハウを持つ会

社・組織は少ないという。今後、指定管理者を勝ち取るノ

ウハウを広め、アートマネジメントの知識を活かしたいと

考える志ある集団によって、より良い運営がなされる施設

が増えていけば、と齋藤は考えている。同制度もさまざま
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な課題がある反面、利用者目線でより柔軟な運営を可能と

する面もあるのではないか。 

3つ目の「劇場法」に関しては、区民ホールでは同法を意

識した事業展開が見られる。2013年度「劇場・音楽堂等活

性化事業」補助金の交付を「活動別支援事業」、「劇場・音

楽堂等間ネットワーク構築支援事業」の枠で獲得し、市民

向けの人材養成講座12を行った。今後も「劇場法」を踏まえ

た活動の展開が予想される。 

（2）調査方法と項目 

現地調査は2013年7月から9月にかけて神戸市内に延べ

10日間滞在しながら区民ホールを訪問し、職員や利用者等

に聞き取り調査を行った。また、区民ホールや指定管理者

に関する資料の提供をいただいた。 

聞き取り調査は、地域との連携・協働の取り組みと、取

り組みに至った過程に注目して、半構造化インタビューの

形式で行った。ホール職員への共通質問項目は、個人情報

（氏名、年齢層、出身地、居住地）、学歴、職務経歴等。そ

の他、インタビューをする中で話題となった、施設を管理

運営する中での意識や地域との取り組みのようすについて

は、さらに深く聞き取った。 

 

第2節 神戸市の文化行政 

兵庫県神戸市は人口 1,540,474 人、面積 552.83 平方

キロメートル（2013年12月1日現在）。関西地方にお

いて大阪市に次ぐ大都市で、全国の中でも最も早い

1956 年に政令指定都市に指定された。北野地区の

歴史的まちなみや湾岸沿いの夜景など、観光地とし

ても有名である。2008年10月16日には、「ユネスコ創

造都市ネットワークデザイン都市」に認定されるなど、文

化政策への取り組みも積極的である。 

本節では、同市の指定管理者制度の導入状況を確認し、

灘区民ホールをはじめとした各区に設置されている区民ホ

ールの設置条例を確認する。それを踏まえ、同市作成の仕

様書の内容を考察する。 

（1）指定管理者制度導入状況 

 神戸市における「公の施設」への同制度の導入は、998

施設に達する13（2013年4月1日現在）。アーティスト・イ

ン・レジデンスを行う創造拠点や大小ホール設備を持つ文

化ホール、コミュニティセンターをはじめとして、その他

図書館やスポーツ施設、公園、社会福祉施設や、産業振興

施設、医療施設、市営住宅、駐車場等、幅広い分野の施設

に同制度が導入されている。導入施設の指定管理者を団体

種別にみると、民間企業や民間社会福祉法人、学校法人、

NPO 法人、地域団体等によるものが 835 施設（うち公募

555施設、公募外280施設）、外郭団体を含む共同企業体に

よるものが17施設（公募のみ）、外郭団体によるものが146

施設（うち公募 76施設、公募外 70施設）となっている。

同市における公の施設の管理運営は民間中心で行われてい

ることがわかる。 

 同制度導入にあたり、同市は行財政改善懇親会ワーキン

ググループを設置して、運用指針を検討。同グループから

の報告を受けて、2004年1月に「公の施設の指定管理者制

度運用指針14」をまとめた。同指針の内容は、同制度導入の

全体の流れ、同制度導入の検討における管理運営のチェッ

ク項目、指定管理者選定の手続き、管理運営に対する評価

及び結果の公表について述べられている。さらに、自治体

内向けに同年 3 月、「公の施設の指定管理者制度運用指針 

運用マニュアル15」を策定。具体的な運用方法が指針に関連

させて述べられている。 

 同市における導入の全体の流れは、公の施設それぞれに

対して同制度を導入するかどうかの検討から始まる。検討

の際にはチェック項目があり、自治体による自己点検が行

われる（資料３－１）。該当する項目が多いほど、民間事業

者等の管理運営の領域であると判断されるが、あくまでも

自己点検であるため、点検結果が施設のあり方を拘束する

ものではない、としている。 

 同市の運用マニュアルで特徴的なのは、外部への情報提

供方法が詳細に書かれていることだ。ホームページ上での

情報提供が主で、同制度の総合的なページの作成は行政経

営課が行い、公募が行われる施設がある所管局もそれぞれ

に公募の状況や選定結果等の情報提供を行っている。 

（2）設置条例 

 事例対象である灘区民ホールは、同市における公の施設

の中で区民センターの位置づけになっている。「神戸市立区

民センター条例16」は、同市内にある9つの区民センター17

を対象とした設置条例である。同条例上における区民ホー

ルの設置目的は、「市民の文化の向上、福祉の増進及び余暇

の活力を図るとともに、市民相互の交流及び地域活動の振

興に資するため」（第1条）とある。区民センターで行われ

る事業と指定管理者が行う施設管理業務は、それぞれ次の4
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つが挙げられている。 

 

（事業） 

 第 3 条 センターは、その目的を達成するため、次に掲

げる事業を行う。 

 （1）地域活動及び文化の向上のための催しに施設を利用

させること。 

 （2）地域各種団体の健全な育成を図るために施設を利用

させること。 

 （3）諸会合又は研修のために施設を利用させること。 

 （4）前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的

を達成するために必要な事業 

（指定管理者の指定等） 

 第18条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業

務を指定管理者に行わせるものと 

する。 

 （1）第3条に規定する事業に係る業務 

 （2）センターの利用及びその制限に関する業務 

 （3）センターの維持管理に関する業務 

 （4）前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務 

 

上記のように、同条例における設置目的及び事業の内容

の時点では、抽象的な表現であり、言葉の意味のとらえ方

では、施設の目的外使用にあたらない限りは、指定管理者

側の事業実施には自由な余地が残されている。地域活動へ

の支援については明記されているが、同条例の時点では施

設利用を前提しているにとどまる。指定管理者公募の際に

作成される仕様書に、地域との連携・協働の取り組みにつ

いてどのように明記されるかが、カギとなる。 

同市においては、いわゆる仕様書は「応募要領」として、

応募単位ごとに作成される。記載される事項は、「施設の概

要及び現在の管理運営状況に関すること」、「業務内容に関

すること」、「指定期間に関すること」、「経費に関すること」、

「使用料等に関する留意事項」、「応募に関すること」、「選

定・公表等に関すること」、「適正な管理運営に関すること」、

「その他留意事項」の9点。「現在の管理運営状況に関する

こと」では、指定管理を導入済みの施設で再指定を行う場

合において、引き続き実施することが望ましいと認められ

るサービス（運営、講座・イベント等）は継続実施を義務

付けることができる。もし、指定管理者が変更になった場

合も、良い取り組みが継続できる仕組みである。灘区民ホ

ールの仕様書内容については後述する。 

 

第3節 灘区民ホールの運営 

 本節では事例対象とした灘区民ホールの概要を述べ、指

定管理者制度の運用状況を確認する。その後、神戸市が作

成した「灘区民ホール指定管理者応募要領」と、現同ホー

ル指定管理者が作成した提案書を参照しながら、両者の相

関関係を考察する。 

（1）ホールの概要 

神戸市立灘区民ホールは、同市灘区岸地通１丁目に位置

する。最寄り駅はJR六甲道駅、阪急王子公園駅、阪神大石

駅からそれぞれ徒歩約10～15分。近くには水道筋商店街が

ある。 

区民ホールが立地する灘区について説明する。人口は約

13万人。面積は31.40平方キロメートル。南北に長い形状

で、東西にはＪＲ、阪急、阪神の各鉄道が横切っている。

良好な住宅街で知られ、高等教育機関（神戸大学、神戸松

蔭女子学院大学、神戸海星女子学院大学、県立神戸高校、

松蔭高校等）が多く所在する。「灘五郷」の名前が知られる

ように、清酒醸造業が盛んである。阪神・淡路大震災では、

灘区で約1000人が亡くなった。倒壊および消失した家屋も

多く、長田区にならんで神戸市で最も震災被害が大きかっ

た地域である。震災後、住民が流出した一方で、新しいマ

ンションが立ち並び、新住民が流入してきた。その結果、

若年ファミリー層が増加するなど人口の構成に変化がみら

れる。 

灘区民ホールは、1993年3月14日、建設費39億円で同

市が設置。敷地面積1,280平方メートル、建設延べ面積

3,051平方メートル。建物自体は鉄骨鉄筋コンクリート造り、

地下2階・地上7階建てで、そのうち1，4，5，6階、7階

の一部が灘区民ホール、2，3階はテナント18が入っている。 

1階入り口を入ってすぐのロビーは約300平方メートル

あり、打ち合わせスペース、チラシやフライヤー等が多数

置かれたスペース等があり、ガラス張りの明るい空間であ

る。1階には事務所のほか、50人収容可能の会議室があり、

真ん中で2分割することができる。4階は倉庫として使用

され、定期的に区民ホールを利用している市民オーケスト

ラ団体、六甲フィルハーモニー管弦楽団の大型楽器の保管

もされている。5階には510席（可動席444席、固定席60
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席、車いす席6席。可動席は昇降式）の大ホール、6階に

は小規模団体の練習が可能な音楽室がある（資料３－２）。 

年中無休（年末年始及び点検日を除く）で、開館時間は

午前9時から午後9時まで（日・祝日は午後5時まで）。利

用者の要望に応じて24時間対応する。 

現在、職員は 9名（フルタイム 5名、アルバイト 4名）

で、早番（8：30～15：30）・遅番（14：30～21：30）2名

ずつのシフト制で勤務。ホール事業がある際には 3 名体制

をとるなど、必要に応じて人員追加を行っている。詳しい

職員構成については次節で述べる。給料は同一労働・同一

賃金で、時給制。自主事業の複雑さと責任に応じて、職能

給が追加される。勤務時間は基本週40時間で、年間1,800

時間。4週 8日休み。有給は年間 20日あり、1時間単位で

の休みも取得できる。 

灘区民ホールで特徴的なのは、フルタイム職員に学会加

入義務があることだ。日本文化政策学会や日本アートマネ

ジメント学会関西部会に所属して、発表や企画代表も行い、

実践と理論の両立をはかっている。 

同制度が灘区民ホールに導入されたのは、2006年度から。

指定期間は 1 期 4 年である。1 期目は民間企業が指定管理

者に選定され、現在は交代し、1 期目とは別の民間企業 2

社が共同で管理運営を行う。2014年度からも、現在の指定

管理者が引き続き選定された。 

現在の指定管理者による管理運営になって以降の利用状

況を確認しておく。利用者数から見ると、2010年から2013

年の 4 年間でホールは微増した年もあるが、一定の利用が

ある。その他、会議室、音楽室においては減少傾向にある

がロビーは年々増加している（資料３－４）ロビーの特徴

的な利用については、次節で述べる。次に利用件数から見

ると、ホール、会議室、音楽室のどれも一定の利用か、ま

たは増加傾向にある（資料３－５）。利用率から見ても、4

年間の指定期間を経て、上昇していることがわかる（資料

３－６）。利用状況からみると、大きな成果はみられないが、

安定した利用者数を保っているといえる。 

（2）指定管理者 － 日本管財・文化律灘共同企業体 

 神戸市立灘区民ホールを 2010 年度から指定管理者とし

て管理運営する日本管財・文化律灘共同企業体は、施設管

理を日本管財株式会社、施設運営を文化律灘合同会社19が担

う、共同で事業を行う組織である。このような組織はジョ

イント・ベンチャー（JV）と呼ばれ、公文協（2010）の調

査においても、「複数の民間事業者による共同体」による管

理運営は10.4%（1,080施設中、112施設）であった（資料

１－３）。JV による管理運営は、今後も増えていくと予想

される。 

日本管財株式会社は兵庫県西宮市に本社を置く建物管理

等を行う企業で、全国に営業所を持つ。1960年代から続く

豊富な経験を持つ優良企業といえる。指定管理者業務は、

兵庫県を中心に展開しており、他には西宮市山口ホール（西

宮市）、神戸市立北須磨文化センター（神戸市）等がある。 

一方、文化律灘合同会社は現館長齋藤光國氏とディレク

ター上野英則氏を代表社員とする、神戸市灘区民ホールの

指定管理者申請のために作られた若い会社である。設立趣

旨には「文化・芸術活動を推進すると同時に、アート・マ

ネジメントの経験的知識と理念を公益創出に用いて活動す

ること」と掲げ、運営方針に「文化律灘合同会社の運営は、

市民文化及び芸術の振興、福祉の増進、余暇の活用、市民

相互の交流、地域活動の振興に貢献する運営を公平・公正

に行う」とあり、公共的な使命を持った民間事業者である

ことを謳っている20。 

合同会社のような、企業としての歴史がなかったり、施

設運営のノウハウはあるが施設管理のノウハウなかったり

する団体にとって、建物管理会社と共同体をつくって指定

管理を行う方法は、連携・協働のひとつの形といえる。し

かし、JV による管理運営には課題も挙げられており21、両

者の間にはある程度の信頼関係と協力体制が構築されてい

る必要がある。 

同企業体は、区民ホールの指定管理にあたり、運営方針

を明確化している（資料３－３）。「ひと・こと・情報が交

わり芸術・文化を育む場所に」とした運営方針のもと、具

体的な取り組みを挙げ、灘区の文化資源を生かしたホール

運営を目指している。「地域協働」としては、市民活動や地

元アーティスト、地域教育機関との共催事業展開、周辺学

校へのアウトリーチ事業展開を挙げている一方で、「自主事

業」として、市民活動のモデルとなったり、市民が「灘」

についてより理解を深めたりするような自主事業など、従

来の芸術鑑賞事業以外にも力点をおいた事業展開を目指し

ており、運営方針全体を通して、地域目線の内容であると

いえる。 

（3）神戸市の仕様書と指定管理者としての提案 

 上記のような運営方針を掲げた同合同会社は、公募申請
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の際、神戸市にどのような提案をしたのだろうか。まず、

同市側が示した2009年度の仕様書の内容から確認する（神

戸市国際文化観光局 2009）。指定管理者が行う業務として

は、「施設の維持管理に関する業務」、「施設の運営に関する

業務」、「その他の業務」の 3 点である。具体的には、以下

の10点である。 

 

 ・貸館業務 

 ・建築物、建築設備の保守管理 

 ・清掃業務 

 ・保安警備業務 

 ・施設保全業務 

 ・自主事業の企画、実施 

 ・利用統計の集計 

 ・利用者満足度の把握および苦情処理 

 ・事業報告書の提出 

 ・事業計画の作成 

 

 上記のうち、「自主事業の企画、実施」について詳しく参

照すると、「芸術文化に触れる機会を提供し、市民相互の交

流及び地域活動の振興に資する自主事業を企画し、実施」

とある。2009年度時点の仕様書では、地域との連携・協働

の振興は明確に読み取れなかった。 

 一方、2013 年度の仕様書を参照すると、2009 年度と比

べて指定管理者の行う業務が詳細に書かれている（神戸市

市民参画推進局2013）。追加されたのは、「自主事業の開催」

として「講座事業の開催」が設けられ、開催は義務ではな

いが、基準が設けられた。さらに「地域文化活性化事業の

開催」の項目が増えた。年間最大で 3 事業開催。大ホール

を使用することを条件とし、業務の内訳としては「貸館等

施設の運営業務」に含まれる。同様の内容追加は、6館一括

公募22がされている「神戸市区民センター指定管理者応募要

項」にもある。 

 次に、この仕様書をうけた2013年度公募における同企業 

体の提案書の内容を参照する（日本管財・文化律灘共同企 

業体2013）。1期目の実績を踏まえた提案であるため、具体 

的な内容になっている。 

同企業体による自主事業の提案は、2009年度公募において 

は「鑑賞」「人材育成」「支援」「創造・連携」の4つの取り 

組みからなされていたが、2期目を目指した2013年度公募 

においては、「地域支援・地域連携事業」、「人材育成事業」、 

「普及啓発・鑑賞事業」の3つから提案されている。「地域 

文化活性化事業の開催に関する計画」（日本管財・文化律灘 

共同企業体2013、様式5－7）では、灘区の恵まれた自然環

境、多数存在する高等教育機関、文化施設等の地域特性を

述べ、同区には育児や教育、文化芸術に高い関心がある住

民が集まることから、次の3つの事業を提案した。1つには、

「子育て支援系アートプログラム」である。幼い子供から

大人まで参加できる良質なプログラムを継続的に実施する

とある。2つには、「教育機関文化活動プログラム」である。

これまでの神戸大学との取り組みを中心に実例として挙げ、

今後は教育機関同士の交流を促進する、ハブ機能の役割を

担っていくとある。3つには、「地域団体等協働プログラム」

である。同合同会社は施設の管理運営だけでなく、文化芸

術の分野における地域の中間支援的役割を担うことも使命

としており、地域のアートNPOや教育機関、演奏団体との

連携・協働の取り組みを行ってきた。地域の自立的な文化

芸術活動の促進のためには、文化施設が新たな地域の課題

に共に挑戦していく必要があると考えている。 

3 つ目の地域との連携・協働に対する姿勢は、「サービス向

上の実践方策」（日本管財・文化律灘共同企業体 2013、様

式5－8）にも表れている。具体的な方策の中に「⑤地域と

の交流促進や文化活動への協力」として次の 5 つがが挙げ

られている。 

 

⑤地域との交流促進や文化活動への協力 

 ア 灘区内の文化芸術関係者による交流サロンを開催

し、様々な課題を解決すると同時に、集客・広報

活動が充実・発展し、交流がはかられるよう取り

組みます。 

 イ 灘区内の保育所・幼稚園、小・中・高等学校や大

学などの教育機関との交流を深め、主催事業やア

ウトリーチ活動、貸館利用を通じて、交流と発展

をはかります。 

 ウ ホールと共催する事業に対して、ホールの人的（職

員）支援や物的（保有備品）提供を 

   行うとともに、常に事業対象、事例、方法、問題

点、対応策を調査し、支援の範囲を広げていきま

す。 

 エ 主催事業の一部に「灘区割」（灘区在住・在勤・在
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学者を対象とした割引）を設定し、灘区内の来場

者促進と愛好者増加に努めます。 

 オ 地域の文化活動に、人的支援や物的提供やアドバ

イスを行います。 

   （事例：桜まつり、ふれあい秋まつり） 

 

上記のように、灘区民ホールにおいては、共催事業や貸

館利用に限らず、地域で行われる文化活動に支援を行うと

しており、「施設のみ」の利益ではなく、「地域全体」の発

展を目指していることがわかる。また、オにあるように、

灘区民ホールでは「地域アートコンサルタント」としての

役割も自主事業の中に挙げており、地域住民からのアート

に関する相談、調査、支援も実施している。 

以上の神戸市における灘区民ホールの例から推察される

のは、当初自治体側には灘区民ホールにおける地域との連

携・協働を進めようという具体的な姿勢は見られなかった

が、2010 年度以降の同企業体による指定管理の中での連

携・協働の取り組みを通じて、2013年度仕様書に新たな項

目が増えた、と考えられる。指定管理者の取り組みが自治

体の文化政策に、少なからず影響を与えたといえる。しか

し、仕様書における指定管理者が行う業務の記述がこれ以

上具体的になると、指定管理者による事業提案やその後の

実施に自由な余地が残されないということもいえる。仕様

書を作成する自治体側には、指定管理者に任せる事業を定

義する際、バランス感覚が求められる。 

 

第4節 灘区民ホールの取り組み 

 本節では、次章で灘区民ホールにおける具体的な連携・

協働の取り組みを紹介する前に、灘区民ホールを管理運営

するユニークな職員たちを紹介する。さらに、施設を利用

した柔軟な運営と取り組みについても簡単に参照する。 

（1）職員構成 

灘区民ホールの施設運営を担う職員は、事業の企画と事

務をこなすプロデューサー・ディレクターと、事務のみを

行うスタッフの、2つで構成される。人材派遣や嘱託の職員

はいない。職員全員が指定管理期間の期限付雇用となって

いる。 

現在の職員構成はフルタイム職員である、プロデューサ

ー（館長）1名、ディレクター（副館長含む）4名。アルバ

イト職員である、スタッフ 5 名である。フルタイム職員の

うち 1 名は兼業している人もいる。スタッフは 30 代から

60代までの、幅広い年齢層で、5名。そのうち 1名は、他

地域の文化施設での兼業をし、公演の企画・実施も行う23。 

5名についてさらに詳しく述べる（資料３－７）。館長の

齋藤光國は元神戸市職員で、コンベンション行政や文化施

設運営に携わった。退職後、「理想の文化施設づくり」に発

起し、上野とともに文化律灘合同会社を設立。灘区民ホー

ルの指定管理者に選定され、現在に至る。並行して、定年

退職後は神戸大学国際文化学部でアート・マネジメントの

非常勤講師を務めていた。 

副館長の岡野亜紀子は、民間劇場の新神戸オリエンタル

劇場の勤務や、同市の文化施設・神戸アートビレッジセン

ター職員を経て、灘区民ホールに転じた。神戸を中心に演

劇制作の経験が長い。岡野も、長く神戸を中心に文化施設

での勤務をしていたこともあり、齋藤とは知り合いだった。

阪神・淡路大震災のときには、関西演劇人会議24からの依頼

で、被災地の状況を調査した。 

ディレクターの衣川絵里子は神戸大学発達科学部を卒業

後、民間音楽ホールの松方ホールに勤務。その後、門真市

民文化会館を経て今の職場に移ってきた。アート・マネジ

メントの会社において個人でも活動している。衣川が神戸

大学在学中に、アート・マネジメント研究会に参加し、齋

藤と知り合う。神戸新聞松方ホールに就職後も、齋藤に個

人的にホール運営の相談をしていたという。 

ディレクターの上野英則は広島大学教育学部に在学中か

ら、アート・マネジメントに興味を持ち、演奏会企画の学

生団体で活動していた。進学した神戸大学大学院国際文化

学研究科在学中に、師事した齋藤と出会い、2人で文化施設

の指定管理者申請に取り組み、文化律灘合同会社を設立し

た。修了直後から灘区民ホールのディレクターとして奔走

している。 

森内真理は2011年からの勤務。灘区に長く住んでおり、

灘区民ホールでの取り組みを知っていた。学生時代から声

楽をしていて、演奏会の企画経験もある。アート・マネジ

メントに興味を持っていたことから、神戸大学で募集して

いた芸術祭ボランティアに参加。同大学での聴講などを通

して、齋藤と出会った。前職で銀行業務に携わったことか

ら、灘区民ホールの経理を担当している。 

このように灘区民ホールは、主に灘区や神戸大学に関係

した者たちが勤務しており、齋藤や岡野、衣川は文化律灘
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合同会社を設立する以前からの知人であった。灘区民ホー

ルの指定管理者選定をきっかけに、齋藤の人脈で、アート・

マネジメント経験者や志を持った若者たちが集まってきた。

職員らは、齋藤が日ごろから語る「地域の文化施設は、市

民による市民のための施設でありたい」という理念に共鳴

している。その理念は、文化律灘合同会社および灘区民ホ

ール運営方針にも反映され、職員たちはその実現に向けて

日々邁進している。 

（2）柔軟な施設運営 

 灘区民ホールは、サービス向上のためにいくつかの柔軟

な運営に取り組んでいる。 

 1つはホール利用者支援だ。一般的に利用の制約が多いホ

ールで、飲食を可能にした。またチラシ作成印刷、当日運

営、舞台運営等の主催者業務の代行も行う。パブリシティ

リストや周辺施設へのチラシ配布・掲示も行い、貸館事業

であっても宣伝協力は惜しまない。利用者からのホール利

用の提案にも耳を傾け、前例がない事業内容でも柔軟な対

応を試みながら、ホール利用の新たな可能性を広げるよう

努めている。 

2つ目は、１階ロビーの活用だ。約300平方メートルあ

る広いロビーは、パーテーションを使ってブース分けする

ことで、有効活用している。例えば、北イベントスペース

はリノマットを敷いてダンスの市民講座を行ったり、フリ

ースペースでは臨時のインターネットブースを設置し、灘

区民ホールや灘区内の情報発信の拠点として利用したりし

ている。ロビーを利用できる事業には基準があるが、無料

で利用できる。 

 3つ目は、チラシ設置・集積の機能である。1階ロビーの

一角に設置された高低さまざまな机には、灘区民ホール内

で行われる事業に関係なく、アートに関するチラシが大量

に集まる。地域の商店街や灘区内の情報が掲載されたチラ

シ・フライヤーも置かれ、地域文化活動の情報集積・発信

の役割を担っている。 

 施設の利益や都合だけを考えれば、ホールの制約の緩和

やロビーの無料活用は行われないだろう。周辺文化施設の

チラシをはじめとして、文化芸術に関係のない商店街のイ

ベントや市民活動のチラシが豊富に集まる。灘区民ホール

は「文化芸術の分野における地域の中間支援的役割を担う

ことも使命」とあったが、灘区民ホールは地域の文化的発

展のために存在しているのである。このような柔軟な施設

運営は、施設目線ではなく、利用者・住民目線さらに地域

目線で行われている。 

 

第 3 章 灘区民ホールの連携と協働 ―地域との取

組みを通して― 

 

本章では、灘区民ホールにおける地域との連携・協働の

取り組みを具体的に紹介し、次章で行う考察へとつなげる。 

灘区民ホールの職員、利用者、施設ボランティアらに聞

き取り調査を行った結果、連携と協働の担い手として「水

道筋商店街」、「地元小劇場」、「神戸大学」の 3 つが浮かび

上がった。灘区民ホールの職員は、地域に存在する連携・

協働の担い手とどのようにかかわっているのだろうか。 

 

第1節 水道筋商店街 

（1）ホールとの連携・協働のようす 

灘区民ホールの北側、50メートル先にある水道筋商店街

は、7つの商店街と3つの市場で構成され、東西に1.2キロ

続く。灘区を代表する商店街で、飲食店や乾物商などの食

料品店、銭湯など約500店の商店が並ぶ。元々は神戸製鋼

で働く労働者の繁華街として栄え、全国的に商店街の衰退

する事例が少なくない中、現在でも老若男女が１日１万人

以上通行する、活気ある商店街である。2013年度の兵庫県

内基準地価の上昇率が商業地として県内トップ（2.3%）25で

あることからも、そのようすはわかる。 

同商店街と灘区民ホールの関係は、ディレクターの衣川

絵里子が切り開いた。2010年4月、日本管財・文化律灘共

同企業体が指定管理者となり、灘区民ホールに勤めだした

彼女は、地域の人々と知り合い、つながっていくために、

時間を見つけては商店街に足を運んだという。たとえば、

震災を機に古里に戻ってきた地域文化活動家や、商店街の

理事、主な商店主たちである。つながりがつながりを呼び、

現在では商店街で月1回行われるえびす市で福娘を務める

ほどだ。 

衣川は常に、灘区や商店街と一緒に何かを、という意識

を持っている。はじまりは、灘区民ホールで開催した写真

展26だった。区内の撮影場所を探していた時に、商店街や商

店での撮影を依頼した。灘区民ホール開館20周年記念で主

催したオペラ公演27では、チケット販売委託、舞台道具や衣

装の提供、限定和菓子の作製、ロビーでのドリンク提供等、
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商店街から地元の企業までを巻き込んだ。 

灘区民ホールと直接関係のない取り組みにも、「応援団」

として参加する。毎年11月に神戸市で開催される「神戸マ

ラソン」は、走行範囲が中央区以西であり、灘区・東灘区

は入っていない。それをきっかけに地域の文化活動家が「東

神戸マラソン」を開催。選手たちは灘区民ホールのすぐ横

を走り抜ける。すべて参加者による自主管理で行われる草

マラソンだが、灘区民ホールは応援幕を貼って、選手たち

を応援。開催後の慰労会にも差し入れをする。 

商店街に訪れた新たな課題にも協働する。灘区民ホール、

商店街を南下すると東西に JR神戸線が通っている。現在、

東側に六甲道駅、西側に灘駅があるが、両駅の中間に新駅

が誕生する予定だ。新駅周辺には新たな住民も流入し、さ

らに商業地化も進むと考えられ、商店街や地域に大きな影

響を与えるとともに、人の流れも変わると予想される。こ

の問題に対し、商店街は神戸市・阪神淡路大震災まちのに

ぎわい一括助成事業に申請。助成金 2,700 万円が助成され

た（2012年10月から3年間。自己資金900万円を含む）。

これを機に、商店街を中心とした市民団体「わくわく水道

筋会議」が発足し、衣川は灘区民ホールを代表して参加し

ている。 

灘区民ホールが会議に参加する意義は3つある。1つには、

商店街に人を呼ぶ、商店街の存在を知ってもらうという目

的のために、灘区民ホールの情報集積、発信の機能を活用

することだ。灘区民ホールには施設の催し物に限らず、近

隣文化施設での催し物や区内の文化活動のチラシ、フライ

ヤーが集まり、灘区民ホールに立ち寄った人は自由に持ち

帰ることができる。実際に、水道筋の魅力を伝えるフライ

ヤーやイベントのチラシを置くと、すぐになくなってしま

うという。2つには、商店街の問題を、商店街だけの問題に

しないことだ。地域の問題は地域ぐるみで考え、解決する

という姿勢を、灘区民ホールから発信する。3つには、商店

街にとって、公的機関である灘区民ホールと協働で行う事

業であると銘打つことは、市民からの印象が良いことだ。

また灘区民ホールにとっても、市民からの灘区民ホールに

対する見方を変えさせる良い機会になる。 

衣川は、筆者の質問に対して、地域と灘区民ホールの相

関関係を次のように語った。 

「（私が）必ず発信しているのは、ちょっと変わったこと。

（市民は）『区民ホールってこういう場所でしょ、こういう

ことやってるんでしょ』と思っているけれど、それ以外の

こともやるよ、考えてるよ、ってことを説明してきました。

そうすることで『これってちょっと区民ホールに相談して

みる？』とか、『聞いてみよっか』とか、『何か一緒にでき

るかもしれないね』とか……。（区民ホールは）そういう可

能性が詰まった場所、集団。そういう状態であった方が面

白いなって思ったんです28」 

従来の文化施設は、施設を借りる人やコンサート等を聞

きに来る人など、利用者にとっては必要な存在であったが、

それ以外の人にとっては関係のない施設になりがちであっ

た。また、文化施設が提供してくれるサービスは、市民の

中で既知のものとなっている。しかし、前述した衣川の発

言のように、衣川は市民の想像をこえて、今まで以上のサ

ービスも提供することを意識して、情報発信をしてきた。

単なる文化施設の来訪者やホールの利用者を増やそうとし

ているのではなく、地域の文化活動を盛り上げる「媒介役」

としての役割を強く意識している、と思われる。 

（2）小括 

これらの衣川が行っている商店街との活動は、すべて衣

川個人の裁量に任されている。もちろん、衣川以外の職員

も同様の裁量権がある。また、どれもお金がなくても（事

業費がなくても）、ソフトがなくても、職員が地域に出るこ

とで生まれる連携・協働の取り組みである。 

衣川は筆者に対し、「地域に出てやっていることは、『御

用聞き』29」であると語った。灘区民ホールにこもって利用

者を待つのではなく、職員自ら地域に出ていき、「何かでき

ませんか」「何かしませんか」と情報発信を行っているので

ある。また、上野は文化施設の運営には、「第一に活動の基

盤になる『考え方』がとても重要」という（上野2013、p.39）。

さらに続けて、「目的に応じて『考え方』が決まり、システ

ム・ルールが決まる」とする。つまり、文化律灘の設立趣

旨や館長の齋藤が持つ文化施設運営の理想が、灘区民ホー

ルのシステム、行動を決定しているということだ。文化律

灘による指定管理者提案内容を見ると、「市民が誇りに感じ

るホールを目指す」、「公共事業としてまちづくりに貢献」

を達成目標とし、具体的には「震災、水難事故のメモリア

ル企画」、「ホールと地域との共催事業への人的物的支援」、

「地域アートコンサルタント機能」等を挙げている。地域

への目線が強く感じられる内容である。 

しかしこれらの取り組みには課題もある。それは職員の
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人件費と、職員に求められる能力だ。地域で得たつながり

から事業に発展した後はいいが、導入段階として地域に出

る際の交際費等はどうなるのか。職員個人の出費であるの

が実際であろう。また、ただ単に職員が地域に出て「御用

聞き」をするといっても、誰でもできるわけではない。事

業企画やイベント企画、アート・マネジメント等に関する

知識がある程度あり、コンサルタント能力があること。基

本的なコミュニケーション能力も欠かせない。本研究では、

職員に求められる能力、文化施設の経営については言及し

ないが、併せて考えなければならない課題である30。 

 

第2節 小劇場 

（1）ホールとの連携・協働のようす 

灘区民ホールや水道筋商店街から50メートル先の至近距

離に、小劇場「イカロスの森」がある。以前は20年近く神

戸市の中心街・三宮に拠点を構えていたが、2013年 6月、

現在地に移転してきた。三宮では賃貸料が高かったためだ

という。同ホールは移転を歓迎し、ホールで持っていた大

黒幕を提供した。当時の新聞報道によると31、こけら落とし

公演の際には、水道筋商店街の各店が同公演を支援。商店

街の店頭のあちこちに同公演のチラシが張られ、チケット

を引き受ける商店主も現れた。舞台美術に布地が必要と分

かると提供したり、半券を持参した客には飲み物を無料に

したりする店舗もあった。おかげで8回のこけら落とし公

演はすべて満席となった。 

2013年9月には、神戸大学演劇部「21世紀枠」が同小

劇場で「モノノケモノ」を公演した。その際、劇中で演出

として、同部から劇場外部の映像を同時進行で取り入れた

いと要望があった。岡野が橋渡しして、商店街での撮影が

実現した。同公演は主催を「Plyingなだ まち遊び演劇アー

トプロジェクト実行委員会」とし、公益財団法人神戸文化

支援基金から助成を獲得。協力として灘区民ホール、同小

劇場、商店街協同組合が入っている。 

岡野は地域と劇場の相関関係をどう考えているのだろう

か？ 背景には岡野自身の阪神・淡路大震災体験を抜きに

語れない。岡野は、被災地の演劇状況を調査した1995年の

思い出を振り返って次のよう語った。「（被災地が）本当に

どうなっているのか、劇団の人がどうなっているのか、っ

ていうのを教えてほしいって（演劇人会議に）言われて、

訪ねて行った。リュックを背負って」「（震災から）少し時

間が経ってくると、演劇、芝居、身体表現、そういうもの

を通じて何か（支援を）っていうことも。だんだんニーズ

が出てきたら、自分も歩き回っているうちに、いろんな人

とも出会って……今から思ったら財産になるような人たち

と出会って……。その中で私も、地域の人と出会ったこと

だとか、そこで生活しまさに生きている人たちと表現活動

がどう密接に関わるかっていうのを、目の当たりにするこ

とですごく影響された32」 

 岡野自身が被災地を歩いて感じた地域と芸術のかかわり

は今のホール運営に生かされていると考えられる。 

（2）小括 

このような地域ぐるみで小劇場の活動を支援した例は、

文化律灘による指定管理がはじまった2010年以降、灘区民

ホールが水道筋商店街と密な関係を結んできたことが、大

きな要因であると考える。灘区民ホールが声をかければ、

自然と応援の輪が広がっていく。3者がそれぞれのノウハウ、

人的・物的財産を提供することで生まれた連携・協働によ

る取り組みである。岡野の人脈や灘区民ホールのノウハウ

を活用することで可能となった地域との連携・協働である。 

神戸大学演劇部の例は、小劇場を地域の中で身近な存在

にするとともに、神戸大学の学生を地域で育てるという姿

勢の表れと捉えられる。小劇場のような周辺文化施設と連

携し、活動を盛り上げていくことは、地域の文化活動の振

興や経済活動の活性化につながる。 

 

第3節 神戸大学 

（1）ホールとの連携・協働のようす 

神戸大学（学生数約1万1000人）は灘区内の六甲山南麓

に位置する。JR六甲道駅を最寄り駅とし、11学部のうち9

学部が灘区にある六甲台地区に所在。灘区民ホールまでは

直線距離で約1.5キロメートルの位置である。 

灘区民ホールでは同大生の文化活動がしばしば開かれて

いる。同大学生らを中心に行っているイベント事業「なだ

チャレンジ」はその１つ。阪神・淡路大震災の復興祭とし

て1995年から続けられている。神戸大学に実行委員会が置

かれ、模擬店や舞台を設けたり、震災に関する展示を行な

ったりしている。展示企画は、文化律灘が指定管理者にな

って以降、灘区民ホールで実施されるようになった。 

他には、同大学落語研究会の公演もある。定期的に灘区

民ホールで寄席を行う中で、1階ロビーを利用した市民向け
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の無料寄席を行っている。この無料寄席は、灘区民ホール

側が、学生たちの文化を通じた社会貢献活動の場を作ると

いう趣旨で行っていて、寄席を聞きに来る住民たちにとっ

ても、気軽に寄席に親しむ機会が得られるほか、学生の活

動を間近で見られる機会になっている。また、この無料寄

席は同研究会と灘区民ホールが良い連携関係を結んでいる

ことの表れである。灘区民ホール側として、無料寄席の事

業を継続的にできる仕組みを作ることができるメリット。

サークル側として、優先的に希望日程で六甲寄席の会場を

予約できるというメリットがあるからだ。 

さらに、灘区民ホールは、アート・マネジメント人材の

育成にも力を入れる。神戸大学は、国際文化学部に文化政

策やアート・マネジメント分野を学ぶ講座をもち、学生に

よる自主的な勉強会も開かれる。館長の齋藤、副館長の岡

野は、ともに同学部内でアート・マネジメント講座の講師

を務めてきた。灘区民ホールでの取り組みを紹介するとと

もに、自らの文化施設での経験やノウハウを伝える。 

灘区民ホールでは、神戸大学の学生を中心に、期間を問

わず、広くインターンシップを受け入れており、文化施設

の運営の実践の場をつくる。 

（2）小括 

もともと神戸大学は、齋藤をはじめとして多くの職員に

とって何らかの関係性を持ち、連携・協働の関係がつくり

やすい担い手であった。灘区民ホールが地域にある神戸大

学とのつながりをつくり、積極的に学生の活動を支援し、

若い人材育成にも力を入れることは、学生たちが自ら学び

生活する地域のことを知り、地域に貢献する機会をつくる

ことにつながる。学生たちは活動を通して、地域文化施設

のあり方を考えるきっかけにもなるだろう。同企業体の提

案書にもあったように、同大学のほか、灘区内にある他の

教育機関とも連携・協働していくことで、灘区民ホールが

教育機関同士をつなげるハブ機能をもつことも期待できる。 

さらに地域住民にとっても、灘区民ホールを通して地域

に暮らす若者の顔が直接見えることは、若者の活動を応援

しようという雰囲気をつくる。文化施設を「媒介」として

地域における良い関係性を構築することが可能になってい

るといえる。 

 

 

 

終章 考察 

 

 本章では、本論を踏まえ、今後の地域文化施設における

取り組みのあり方を提言する。さらに、新たな連携・協働

の取り組みを実現させるための要素を、指定管理者制度の

視点から抽出する。最後に、地域文化施設の連携・協働の

取り組みにおける今後の課題を述べる。 

 

第1節 灘区民ホールの事例から浮かび上がったこと 

 本研究の結論を述べる前に、第 2 章、第 3 章を通した灘

区民ホールの事例における連携・協働の取り組みを総括し、

浮かび上がったことを以下の3つにまとめた。 

1 つには、神戸市が制定した「神戸市区民センター条例」

の設置目的と、それを踏まえた公募における仕様書の内容

が、地域文化施設での連携・協働の取り組みを進めるにあ

たって、指定管理者に一定の権限を譲渡する形で示されて

いることだ。同条例には設置目的を達成するための事業と

指定管理者が行う事業について、あまり具体的には示され

ていない。仕様書には、基本的な事業と、「地域文化活性化

事業」の要求はあるが、自主事業の提案に自由な余地を残

している。 

日本管財・文化律灘共同企業体は、2014年度から4年間、

指定管理者として再び選定された。同企業体による管理運

営が始まった2010年から3年間の神戸市の指定管理者選定

委員会による評価内容をみると、毎年、地域との連携・協

働の取り組みを好評価する記述がある。自治体による指定

管理者への権限委譲によって、良い取り組みが生まれた事

例といえる。 

 2つには、灘区民ホールを運営する職員たちは、使命を共

有する「同志的集団」であるということだ。文化律灘合同

会社は民間事業者であるが、設立趣旨に「文化律灘合同会

社の運営は、市民文化及び芸術の振興、福祉の増進、余暇

の活用、市民相互の交流、地域活動の振興に貢献する運営

を公平・公正に行う」と掲げ、公共的な使命を持っている。

また、職員たちは齋藤の文化施設運営の理想を共有し、集

まったという経緯がある。 

 使命を共有した「同志的集団」では、集団の中での権限

移譲とヒエラルキーの簡素化が可能となる。灘区民ホール

での水道筋商店街、小劇場、神戸大学をはじめとする地域

との連携・協働は、館長の齊藤による事前承認は必ずしも
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必要としていない。齋藤が行うのは確認作業であり、職員

一人ひとりの裁量に任される。地域の課題や利用者のニー

ズに対して臨機応変な対応をするためには有効である。 

 3つには、他の文化施設が地域と連携・協働する取り組み

を行う際にいくつかの示唆を与えるものがあった。灘区民

ホールにおける連携・協働の取り組みは、もともと地域に

存在した文化資源（ひと、もの、こと）を生かしたもので

あり、外からアーティストを招待するなど文化施設の事業

に特段こだわっていない。むしろ地元アーティストや地域

に存在するキーマンら、そして周辺文化施設等とつなげて

いくことで、地域全体を盛り上げる。貸館利用の促進を目

的とせず、職員のノウハウを活用した人的支援を中心に、

地域文化活動との連携・協働を目指していた。 

このように、地域と文化施設との連携・協働のはじまり

は、職員が文化施設の外に出て、地域に存在する連携・協

働の担い手とつながっていくことが起点となる。人と人と

のつながりがカギである。 

  

第2節 地域文化施設における連携・協働の新しいあり方 

灘区民ホールにおける地域との連携・協働の取り組みを

通して、今後の地域文化施設に求められる新たな連携・協

働のあり方として、次の3つを提案したい。 

1つには、地域に存在する連携・協働の担い手の発見とつ

ながりの創出である。灘区民ホールには、3つの連携・協働

の担い手が存在した。すなわち、水道筋商店街、小劇場イ

カロスの森、神戸大学である。2010年から、日本管財・文

化律灘共同企業体による指定管理が始まって以来、職員た

ちが担い手とのつながりをつくってきた。職員たちは何ら

かのかたちで神戸市や灘区との関係はあったものの、灘区

民ホール周辺のようすや地域特性について精通していたわ

けではない。ホール運営に地域の文化資源（ひと、もの、

こと）を生かすため、積極的に地域のようすや担い手の存

在を知るよう努めた。 

上記で指摘した灘区民ホールにおける連携・協働の担い

手は、決して灘区に特化した特別な存在ではない。それら

を一般化すると、次のように言い換えることができる。 

水道筋商店街は、地元商店や事業者の集まりである。小

劇場の取り組みのように、チケットの半券を利用したサー

ビス等を行えば地域の経済にも良い影響があるし、文化施

設の取り組みや地域の文化活動を通じたコミュニケーショ

ンも生まれるだろう。小劇場イカロスの森は、周辺文化施

設である。周辺文化施設は事業の共催はもちろん、人的・

物的支援の共有によって、お互いにとって連携・協働の良

い相手となる。神戸大学は、教育機関である。幼稚園や保

育園、小中学校、高等学校等、必ず地域に存在する担い手

である。2013年度公募の提案書には、灘区民ホールが教育

機関同士の交流を促進するハブ機能を担う、という記述が

あった。これまではアウトリーチ先として教育機関が認識

されてきたが、地域文化施設が学校と学校をつなぐ役割を

担い、文化活動を生み出す新たな可能性が期待される。特

に大学の場合、学生たちの社会貢献活動との連携や研究機

関との協働も重要である。 

地域文化施設は地域の中で、地域の文化活動を支援する

「機関」として機能し、連携・協働の担い手同士を結び付

ける媒介役となることが求められる（資料４－１）。 

2つには、地域コンサルティング機能である。水道筋商店

街での共催企画やわくわく水道筋会議への参加、小劇場公

演を通した地域ぐるみの取り組み等は、灘区民ホールの人

脈やノウハウという人的支援を中心とした地域との連携・

協働の 1 つの事例である。施設の中で事業を用意し、人を

「待つ」のではこれまでの施設運営と変わらない。灘区民

ホールの取り組みでみられたのは、まずはソフト（事業）

もお金も持たずに、職員がホールを「出る」ことだった。

いわば職員は地域の「御用聞き」として連携・協働の芽を

探す。「御用聞き」の活動を続けていると、地域住民側から

灘区民ホールに相談に来ることがあり、自然な流れで貸館

事業につながることもある。すぐに成果の出る活動ではな

いが、地域に密着した連携・協働を生み出す重要な取り組

みである。 

 3 つには、「顔」の見えるホール運営である。文化施設で

どんな職員が働いているかは、利用してみないとわからな

い。文化施設で行っている事業も、いくら宣伝活動に力を

入れたとしても、興味を持ってもらわない限り、伝わらな

い。水道筋商店街での衣川絵里子の活動は、この現状にシ

ンプルな方法で取り組んでいる。すなわち「灘区民ホール

の衣川」として地域に出て行ったのである。衣川が筆者に

語ったのは、自ら灘区民ホールの発信源として説明してき

たということであった。また、東神戸マラソン等の地域文

化活動には、ホール共催事業、施設利用にかかわらず、積

極的にかかわる。このような活動は、結果的にホール利用
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に結びつき、文化施設の宣伝にも貢献する。 

以上のような、地域との連携・協働を実践する文化施設

を、筆者は「地域連携協働型」文化施設と名付けたい。施

設の利益は地域の利益であり、地域の利益は施設の利益で

ある、いう考えのもと、地域に潜在的に存在する連携・協

働の担い手とともに、文化施設が人的交流の媒介役となっ

て地域文化活動を行っていくことは、「地域の中で人もお金

も循環する」地域づくりへとつながると考える。１つの理

想の形である。 

 

第3節 「地域連携協働型」文化施設の実現に向けて 

 前節で示した新たな地域との連携・協働のあり方を実現

するためには、どのような要素が必要だろうか。神戸市の

指定管理者制度の運用状況と灘区民ホールの取り組みを、

同制度の視点から考察し、次の3つの要素を抽出した。 

 1 つには、同制度の背景の 1 つである NPM が、一定の

範囲が機能していることだ。NPMの特徴は、①顧客主義へ

の転換、②ヒエラルキーの簡素化、③成果志向、業績・評

価による統制、④市場による統制、の4点にあることは第1

章で述べた。この 4 つの特徴をもとに、灘区民ホールの柔

軟な運営と連携・協働の取り組みを分析してみたい。 

①に関しては、ホールの規制緩和やロビーの活用等の取

り組みに、灘区民ホールの顧客である利用者、地域住民の

目線を重視している姿勢がみえる。②においては、灘区民

ホールでは、事業企画が職員に委ねられ、館長の齋藤は確

認作業をするのみである。地域との連携・協働においても、

基本的に衣川や岡野等、職員の裁量に任されている。事業

企画職員にある程度の能力があることが前提となるが、事

業案を提案するのは自由。経験が浅い職員は経験のある職

員に相談しながら、事業を進行する。地域で「御用聞き」

をすると、その場で話が盛り上がることもある。ヒエラル

キーがフラットな組織においては、毎回煩雑な確認作業を

経る必要がなく、臨機応変な対応も可能となる。③におい

ては、同制度を導入している文化施設であれば、自治体か

らの評価は避けられない。地域との連携・協働の取り組み

やそこから生まれた事業は、一定の評価を得る成果となる。

④については、同制度の交代に際して生まれる。指定期間

を終え、再公募で新たな指定管理者候補が現れることで、

候補者間の競争が生まれる。現行の指定管理者にとっては、

日々の施設の管理運営に緊張感を生むとともに、事業等を

通したより高い成果を目指す道標となる。 

 このように、「地域連携協働型」文化施設には、NPM の

特徴を生かした指定管理者制度の導入が有効である、と考

えられる。 

2 つには、「地域連携協働型」文化施設の指定管理者を委

ねられる団体は、使命（ミッション）の明示が重要であり、

使命を共有する「同志的集団」であることだ。同企業体は

灘区民ホールの運営方針を地域目線で作成している。館長

の齋藤のホール運営に対する考えが反映された内容である。

齋藤の人脈によって集まった職員は、上記の灘区民ホール

の使命に賛同する人たちが集まった。また、指定管理者は

常に次期の選定を目指すという使命もある。職員たちの雇

用問題と関係しているからだ。 

NPMの特徴の１つであるヒエラルキーの簡素化は、施設

運営の使命の共有がなされた「同志的集団」ならば機能し

やすい。なぜなら、職員が使命を共有することによって、

館長による権限移譲ができるからだ。「同志的集団」による

管理運営は、「地域連携協働型」文化施設における新たな地

域との連携・協働の取り組みの実現に不可欠である。 

対して自治体の外郭団体である財団法人の場合、組織の

大きいうえ、事業の計画や実施、あるいは意思決定はやや

複雑さであることは、序章で指摘した。このため使命の共

有を徹底することは困難である。財団法人の場合は、「地域

連携協働型」文化施設の管理運営よりも、広域的な文化行

政を担当したり、「ハブ的機能」を持つ大規模施設の管理運

営をしたりすることが適していると思える。 

連携・協働が実現できる要素としての 3 つめは、自治体

側に求められる姿勢である。上記のような「同志的集団」

を指定管理者に選ぶ場合、設置条例及び目的、仕様書に、

連携・協働の取り組みを求める記述をする必要がある。指

定管理者選定の基準をつくる際、使命を共有する集団であ

るかどうかを考慮してほしい。 

NPM の権限移譲は指定管理者の内部だけにとどまらな

い。自治体と指定管理者の関係にも権限移譲は不可欠で、

NPMはここでも求められる。すなわち、自治体は委託先で

ある指定管理者を信頼し、NPMに基づいて、一定の権限移

譲を行うことが肝要である。そうすれば、「同志的集団」は

掲げた使命にまい進しやすくなり、成果を上げやすい。 
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第4節 今後の課題 

 本章では、灘区民ホールの取り組みから、新たな地域と

の連携・協働のあり方を示し、それを実践する地域文化施

設を「地域連携協働型」文化施設と名付けた。わが国では、

文化施設と呼ばれるのが一般的であるが、筆者の考えでは

「施設」という表現は「地域連携協働型」にはなじまない。

なぜなら、「施設」という言葉には、「特定の目的のために

建物や設備を設けること。また、その建物・設備33」という

意味があり、ハードを示す印象が強い。一方で、芸術拠点

という使い方をされる「拠点」という言葉は、「活動の足場

となるところ」という意味で、その場で活動が行われるこ

とが前提となる。「地域連携協働型」では、必ずしも活動が

決まった場所で行われるのではなく、連携・協働の取り組

みの内容によって適した場所で行われる。また、人脈の活

用やノウハウ等、人的支援を主な活動としているため、「施

設」という表現では、物足りない。 

 筆者は「地域連携協働型」文化施設は、「機関」であると

考える。「機関」は、「ある働きのための仕掛けや仕組み」、

「目的達成のための組織」を意味し、使命を共有し、地域

に連携・協働を生み出すための豊富な知識と熱意を持った

職員が集まる「同志的集団」には、ふさわしい言葉である

と考えた。 

文化施設はアートマネジメント人材を集めた「機関」で

あるべきである、という考え方は、劇場法の条文に見出せ

る。同法第13条には人材の育成及び確保等が掲げられてお

り、「地域連携協働型」文化施設も同様に人材を備えた「機

関」として整備されていく必要がある。 

以上のことは灘区民ホールの事例研究から浮き彫りにで

きた。しかし本研究で物足りない点も付記しておきたい。

従来の文化施設の評価に対する課題がその 1 つである。こ

れまで施設の評価は、事業内容の充実や集客数を中心に判

断される傾向があったことは否めない。しかし「地域連携

協働型」文化施設においては、集客等だけでみるのではな

く、地域との連携・協働の取り組みの有無や地域住民から

の評価も加味して評価する必要があるのではないか。指定

管理者制度が導入されている文化施設は、規模も多様で、

それぞれが役割と使命を持つ。評価の基準も文化施設によ

って異なる訳で、その点を重視したい。 

本研究をまとめるにあたり、痛感したことを述べておき

たい。灘区民ホールの事例研究から、災害が文化施設や職

員に与える大きな影響を改めて思い知った。現在、東日本

大震災の被災地では、文化施設を拠点にさまざまな取り組

みがなされている。いつ、どこを大きな地震が襲うかわか

らない不安の中、震災前から、地域の文化施設を拠点とし

て行うことのできることは、何なのか。本研究で示した連

携・協働の取り組みは、震災という非常時の際にも重要な

参考になると考える。 

今回の研究を通じて、地域文化施設における新たな地域

との連携・協働の取り組みのあり方を提唱し、その実現の

ための要素を同制度の視点から提示した。とはいえ、アー

ト・マネジメント人材育成の課題や同制度の評価について

は調査が及ばず、今後の課題となった。さらに2012年に制

定された劇場法の視点からの考察を進めたいと願ったが、

劇場法ならではの取組みの事例が少なく、研究を深められ

なかった。これからも、劇場法の施行に伴う全国各地の文

化施設の動向を見守っていきたい。 

 最後に、本研究では、全国各地に設置されている地域の

文化施設に対して、1つの知見を得ることができた。灘区民

ホールのような地域文化施設は全国各地に設置されており、

連携・協働の担い手である商店街・周辺文化施設・教育機

関は地域に存在している。灘区民ホールの取り組みは、大

都市の小規模施設や中小都市の文化施設や自治体文化行政

の参考になると期待する。 

（敬称略） 
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＜脚注＞ 

 
1 アウトリーチ活動は、公立文化施設においては、1990年代後半

から、日頃、文化・芸術に触れることの少ない住民に対して、文化・

芸術を体験できる機会を提供する事業の名前として定着してきた。

一方で、アウトリーチという言葉には、文化施設から外に出て地域

や住民にサービスを提供するという「一方通行的な」イメージが強

い。手法としても「アーティストを派遣する」という形式に留まっ

ているケースも少なくない。アウトリーチを担うアーティストやコ

ーディネーターの不足、人材を招くためのコストの負担等が課題と

なっている。（財団法人地域創造（2010）「文化・芸術による地域

政策に関する調査研究 報告書」p.1-11。 
2 総務省自治行政局長通知、2010年12月28日付総行経第38号。 
3 地方自治法第244条、「普通地方公共団体は、住民の福祉を増進

する目的をもってその利用に供するための施設（これを公の施設と

いう。）を設けるものとする」。 
4 2010年12月28日付総行経第38号。 
5 限定された合理性を持つと同時に利己的な経済行為者が生じさ

せる厚生の損失を最小化させるため、適切な『制度』がデザインさ

れることを説明する分野。「政府の失敗」を前提とする経済理論。

新制度派経済学の中でも、NPMと親和性のある論として、プリン

シパル・エージェント論、取引費用論、公共選択論がある。（鈴木

ら、前掲論文（2001）、pp.18-21） 
6 官僚機構に求められるようになったプログラムの経営を通した

成果、業績、目標といった価値観の実現のために、民間部門のマネ

ジメント改革の考えを公共部門に応用させる考え。目標を達成する

ための最適な手段を決める権限を、managerに与え、結果に対す

る責任を負わせる。つまり、権限移譲（let managers manage）の

代わりに、成果の実現に対する説明責任を負わせる（make 

managers manage）のである。（鈴木ら、前掲論文（2001）、pp.21-23） 
7 北九州市は、「指定管理者に使用許可を行わせる場合は、施設の

設置条例に規定を設けておくとともに許可の基準や手順を明確に

しておく必要がある。また、指定管理者において判断できないもの、

疑義のあるもの等については、市と協議を行うことを明確にしてお

かなければならない」としている。（北九州市、前掲（2013）、p.15） 
8 事業の種類によって、実施経費の負担が「指定管理料」、「指定管

理料＋利用料金」、「（指定管理者の）自己負担」のどれかになる。

非指定管理業務は「自己負担」になる。収入の帰属も異なる。 
9 「普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定め

があるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項

は、条例でこれを定めなければならない。」（地方自治法第244条

の2第1項） 

10 「普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成

するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、

法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの

に、当該公の施設の管理を行わせることができる。」（同法第 244

条の2第3項） 

 
11 2013年2月19日に訪問。2代目工房長の八巻寿文氏からお話

を伺った。 
12 「初心者のための文化芸術イベントプロデューサー養成講座」

2013年7月16日～10月22日。講師・衣川大輔（株式会社イー

ブンイフ）。 
13 神戸市HP参照。 
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14 神戸市行財政局（2004）「公の施設の指定管理者制度運用指針」。

本研究では2013年4月の最終改定版を参照した。 
15 最終改定2013年4月1日。 
16 1981年8月6日施行。最終改正2010年10月12日。 
17 東灘区民センター本館、東灘区民センター小ホール、灘区民ホ

ール、葺合文化センター、生田文会館、北区民センター、北神区民

センター、須磨区民センター、西区民センターの9館。 

18 2階に兵庫県立聴覚障害者情報センター、3階に（財）兵庫県予

防医学協会。 

19 合同会社とは、2006（平成18）年に施行された会社法によって

新しく設けられた会社形態。合同会社では社員全員が有限責任であ

り、会社の構成員である社員全員が出資者となる。 
20 文化律灘合同会社HPを参照。 
21 JVが管理運営する施設において、構成団体間の連携不足及び自

治体との連携不足により、指定管理料の配分をめぐって訴訟問題に

発展するケースもある。また、管理運営において、JVとはいって

も非代表団体が事業計画書や年度報告書の作成に携わっている割

合は低く、代表団体にとって「委託」という扱いの場合も多い。（共

同研究・指定管理者制度編（2008）「共同企業体による指定管理施

設の管理・運営に関する実態調査報告書」） 
22 東灘区民センター本館、生田文会館、北区民センター、北神区

民センター、須磨区民センター、西区民センターの6館。 
23 本研究では、フルタイム職員5名を中心として扱う。 
24 扇町ミュージアムスクエアの10周年記念事業として結成。震災

を機に、被災地の演劇関係者の状況をまとめる拠点として「阪神大

震災連絡センター」を設置。 
25 「都市部と地方部、二極化鮮明に 兵庫県内基準地価」『神戸新

聞』2013年9月19日付。 
26 「パンダのいる街展」2010年8月2日～8日。パンダ作家、大

西亜由美。区民ホール自主事業。 
27 「愛の妙薬」2013年6月1日、2日。区民ホール、関西二期会

主催事業。 
28 筆者による衣川絵里子インタビュー。2013年9月23日。 
29 筆者による衣川絵里子インタビュー。2013年11月30日。 
30 若手アート・マネジメント人材の能力開発について論じられた

研究もある。石川緋名子（2012）「若手アートマネジメント人材に

おける能力開発 : 文化施設等の職員に対する実態調査から」日本

文化政策学会『文化政策研究』pp.35-61。 
31 「水道筋に劇団がやってきた（論説委員 門野隆弘）」『神戸新聞』

2013年6月16日付。 
32 筆者による岡野亜紀子インタビュー。2013年9月23日。 
33 西尾実，岩淵悦太郎，水谷静夫編（1994）『岩波国語辞典 第五

版』岩波書店。以下、語句の意味に関しては同様に同事典から引用

した。 
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3月（最終改定2013年4月） 

「公の施設の指定管理者制度運用指針 運用マニュアル」神戸市行

財政局．2004年3月（最終改定2013年4月） 

「北九州市指定管理者制度ガイドライン」北九州市．2013年7月 

「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」2012年6月27日施行 

「劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組に関する指針」2013

年3月29日告示 

「神戸市区民センター条例」1981年9月1日施行（最終改定2010

年10月12日） 

「神戸市立区民センター 指定管理者 応募要領」神戸市国際文化

観光局．2009年8月 

「神戸市立区民センター 指定管理者 応募要領」神戸市市民参画

推進局．2013年7月 

「神戸市立灘区民ホール 指定管理者 応募要領」神戸市国際文化

観光局．2009年8月 

「神戸市立灘区民ホール 指定管理者 応募要領」神戸市市民参画

推進局．2013年7月 

「神戸市立灘区民ホール 指定管理者 最終申請書」日本管財・文

化律灘共同企業体．2013年9月 

「指定管理者制度の導入及び運用に係るガイドライン（改訂版）」

大阪市契約管財局．2013年3月 

「地方自治法」1947年 5月 3日施行（最終改定2013年 11月 27

日） 

                                                                                      

「横浜市指定管理者運用ガイドライン【第5版】」横浜市政策局共

創推進室．2013年2月 

 

ウェブページ 

公益社団法人全国公立文化施設協会HP 

http://www.zenkoubun.jp/  

（最終閲覧日：2013年12月25日） 

神戸市HP   

http://www.city.kobe.lg.jp/ （最終閲覧日：2013年12月25日） 

神戸市灘区HP 

http://www.city.kobe.lg.jp/ward/kuyakusho/nada/  

（最終閲覧日：2013年12月25日） 

神戸市立灘区民ホールHP http://nadakuminhall.net/  

（最終閲覧日：2013年12月25日） 

財団法人地域創造HP http://www.jafra.or.jp/  

（最終閲覧日：2013年12月25日） 

総務省HP  http://www.soumu.go.jp/  

（最終閲覧日：2013年12月25日） 

文化庁HP http://www.bunka.go.jp/  

（最終閲覧日：2013年12月25日） 

文化律灘合同会社HP  http://bunnkaritsunada.web.fc2.com/  

（最終閲覧日：2013年12月25日） 

文部科学省 HP  http://www.mext.go.jp/   

（最終閲覧日：2013年12月25日） 
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資料  

 

資料１  地域の劇場・音楽堂等の役割・活動内容  

 

（つづく）  
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資料１（つづき）  
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資料１（つづき）  

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：社団法人全国公立文化施設協会（ 2010）「平成 21 年度  地域の劇場・音楽堂等の活動

の基準に関する調査研究  報告書」 pp.22-24 
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資料２  劇場・音楽堂等による効果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：前掲報告書、社団法人公立文化施設協会（ 2010）、 p.27  
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資料３  地域の劇場・音楽堂等のタイプ分類と個性化の要素  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展：前掲報告書、社団法人公立文化施設協会（ 2010）、 p.29  
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資料４  パブリックシアターの運営から見た劇場の類型  

創造者主体の運営  

(プロフェッショナル・リージョナルシ

アター )  

享受者主体の運営  

(コミュニティシアター )  

優れたプロの創造活動を通して創造者

が責任を持ち地域の文化向上と地域の

芸術事業サービスを行うという考え方。

地域住民の参加は、その活動の理解者、

支 援 者 と し て 運 営 主 体 (理 事 会 等 )へ の

参加、あるいは鑑賞組織等による享受者

ネットワークへの参加という形で実現

される。  

享 受 者 の 地 域 住 民 が 主 体 と な っ

て、あるいは、彼らの利用を中心

に 意 識 し な が ら 事 業 運 営 す る 形

態。結果的に地域のアマチュア活

動支援と地域の人々への多様な事

業サービス (鑑賞、ワークショップ

な ど )の 提供と が中心 な課題とな

る。  

劇場・劇団一体型  

一 つ の プ ロ フ ェ ッ

シ ョ ナ ル な 創 造 主

体 が ほ ぼ 専 用 的 に

活 動 し 作 品 を 地 域

に 提 供 す る よ う な

活動タイプ。  

専 属 劇 団 制 度 が こ

の形。  

劇場共有型  

複 数 の プ ロ フ ェ

ッ シ ョ ナ ル な 創

造 主 体 が 連 携 し

て 活 動 し 作 品 を

地 域 に 提 供 す る

よ う な 活 動 タ イ

プ。  

リーグシステム、

フ ラ ン チ ャ イ ズ

シ ス テ ム な ど の

形態がある。  

公益活動中心型  

公益地域活動を

ベースにした市

民活動によって

運営され、その

活動の結果創出

される成果は活

動組織のためで

はなく、広く開

かれた人々に提

供されるような

タイプ。  

共益活動中心型  

地域の共益型ア

マチュア芸術文

化活動団体を中

心に運営され、

それらの利用調

整機構として施

設運営が行われ

るような活動タ

イプ。  

劇場監督、プロデューサー、芸術家を中

心としたスタッフ構成  

ファシリテーターを中心としたス

タッフ構成  

出典：清水裕之（ 1999）『 21 世紀の地域劇場―パブリックシアターの理念、空間、組織、運営

への提案』、 pp.223 
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資料１－１  指定管理者制度導入公立文化施設数の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：社団法人全国公立文化施設協会（ 2012）「平成 22 年度  公立文化施設における指定管

理者制度導入に関する調査  報告書」 p.5  

 

資料１－２   直営施設の指定管理者制度導入予定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：前掲報告書、公文協（ 2012）、 p.6  
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資料１－３  指定管理者の種別  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：前掲報告書、公文協（ 2012）、 p.7    

 

資料１－４  民間事業者運営施設の推移（「単独の民間事業者」、「複数の民間事業者による共

同体」、「 NPO 法人と民間事業者による共同体」の合計）  

 

出典：前掲報告書、公文協（ 2012）、 p.8  
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資料１－５  NPO 運営施設数の推移（「公共的団体と NPO 法人の共同体」、「 NPO 法人単独」、

「 NPO 法人と民間事業者による共同体」の合計）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：前掲報告書、公文協（ 2012）、 p.8  

 

資料１－６  指定管理者の指定期間  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：前掲報告書、公文協（ 2012）、 p.10  

 

資料１－７  指定管理期間 4 年以上の施設数の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：前掲報告書、公文協（ 2012）、 p.10  
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資料１－８  指定管理者制度の導入・運用における PDCA サイクルについて  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（つづく）  
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資料（つづき）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「北九州市指定管理者ガイドライン」（ 2013） p.7  
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資料１－９  北九州市、指定管理者が行うことのできる事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：前掲資料、北九州市（ 2013）、 p.15  

 

 

資料３－１  公の施設の管理運営チェック項目  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：神戸市「公の施設の指定管理者制度運用指針  運用マニュアル」 p.3  
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資料３－２  施設平面図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：灘区民ホール利用案内、 p.7  
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資料３－３  灘区民ホール運営方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：灘区民ホール HP 

 

 

http://nadakuminhall.net/sito4-28/_src/sc1162/895E89c83R839383Z83v83g.jpg


静岡文化芸術大学大学院 

文化政策研究科 

松本 麻未 Asami MATSUMOTO 

39 

 

資料３－４  灘区民ホール施設利用者数の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※開館日数 345 日／年  

出典：上野英則氏提供（日本アートマネジメント学会第 15 回大会発表資料）  

 

資料３－５  灘区民ホール施設利用件数の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※開館日数 345 日／年、 1 利用区分（朝・昼・夜）につき 1 カウント。  

出典：前掲、上野氏提供資料。  
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資料３－６  灘区民ホール施設利用率の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※開館日数 345 日／年。分子は利用件数（ 1 利用区分につき 1 カウント）、分母は年間最大  

貸出可能数で算出。  

出典：前掲、上野氏提供資料。  
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資料３－７  灘区民ホールの職員構成（フルタイム職員）  

氏名  年 齢

層  

勤務期間  出身地  経歴  備考  

プロデューサー     

齋藤光國  60 代  2010.4～  灘区  コンベンション行政、

神戸文化ホール  

館長、代表

社員  

ディレクター     

岡 野 亜 紀

子  

40 代  2010.4~   新 神 戸 オ リ エ ン タ ル

劇場、神戸アートビレ

ッジセンター、フリー

ランス活動（演劇企画

制作）  

副館長、文

化 施 設 経

験者  

衣 川 絵 里

子  

30 代  2010.4～  伊丹市  神戸大学卒、神戸新聞

松方ホール、門真市民

文化会館、株式会社イ

ーブンイフ  

文 化 施 設

経験者  

上野英則  20 代  2010.4～  出雲市  広島大学教育学部卒、

神戸大学大学院修了  

代表社員  

森内真理  40 代  2011.5～  灘区  元都市銀行員  経理担当  

出典：灘区民ホール職員へのヒアリングをもとに、松本作成。敬称略。 2013 年 9 月現在。  
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資料４－１  地域文化施設における連携・協働の担い手（イメージ図）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：筆者作成。  

 

 

 

地域文化施設  
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高等教育機関（高校、大学等） 
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